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～ 労使紛争の迅速・的確な解決を目指します ～ 



は  じ  め  に 

 

 

 この年報は、令和５年１月から12月までの１年間における当委員会の活動の概要

及び取扱事件の処理状況を取りまとめたものです。 

 令和５年に取り扱った事件は、集団的労使紛争に係る調整事件が５件、個別的労

使紛争に係るあっせん事件が７件及び不当労働行為事件が２件となっています。   

公・労・使の三者で構成されている労働委員会では、その特色を生かしながら、

公正かつ迅速な事件の処理を目指し活動しています。 

この冊子を通しまして、労使各位をはじめ、労働問題に関心のある方々に、労働

委員会の活動内容を御理解いただきますとともに、良好な労使関係の維持・発展に

多少なりともお役に立てれば幸いです。 
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第１章  労働委員会の概要 

 

第１節  労働委員会の構成 

 

１ 組  織 

  都道府県労働委員会は、労働組合法第19条、第19条の12及び地方自治法第180条の５の

規定に基づいて、都道府県知事の所轄の下に設置されている行政委員会である。 

  その構成は、労働者を代表する委員（労働者委員）、使用者を代表する委員（使用者委

員）、公益を代表する委員（公益委員）の三者からなり、委員の数はそれぞれ５人ずつ、

総数15人である。 

  労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、

公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、知事が任命している。 

  委員会には、委員が公益委員の中から選出した会長及び会長代理が置かれている。 

 

２ 職務権限 

  労働委員会の職務権限は、労働組合法、労働関係調整法、地方公営企業等の労働関係に

関する法律等に規定されているが、その主なものは次のとおりである。 

(1)  労働組合の資格審査を行うこと（労働組合法第５条、第11条）。 

 (2)  労働協約の地域的拡張適用の決議を行うこと（労働組合法第18条）。 

 (3)  不当労働行為の審査を行うこと（労働組合法第７条、第27条、地方公営企業等の労

働関係に関する法律第４条）。 

  (4)  労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行うこと(労働関係調整法第10条～第35条、

地方公営企業等の労働関係に関する法律第４条、第14条、第15条）。 

 (5)  特別調整委員の設置について意見を述べること及びその人数に対する同意を行う

こと（労働関係調整法第８条の２、同法施行令第１条の６において準用する同令第１条）。 

 (6)  争議行為発生届出を受理すること（労働関係調整法第９条）。 

  (7)  公益事業における争議行為予告通知を受理すること（労働関係調整法第37条）。 

 (8)  労働関係調整法第37条違反の審査及び処罰請求を行うこと(労働関係調整法第42条、

同法施行令第11条）。 

 (9)  地方公営企業等の労働組合の非組合員の範囲について認定し、告示を行うこと（地

方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項）。 

 (10)  事務を行うために必要があると認めたときに、出頭、報告の提出、帳簿書類の提出

を求め、又は事業場への臨検、検査を行うこと（労働組合法第22条）。 

 (11)  事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生しており、

求職者を無制限に紹介することによって、当該争議の解決が妨げられることを公共職

業安定所に通報すること（職業安定法第20条）。 

 (12)  事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生しており、

無制限に労働者派遣がされることによって、当該争議の解決が妨げられることを公共

職業安定所に通報すること（労働者派遣法第24条）。 
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３ 委  員 

  令和５年の労働委員会委員は次のとおりである。 

第48期（任期 令和４年12月１日～令和６年11月30日）        （令和５年12月31日現在） 

区

分 
氏   名 現職、（ ）は前歴 任命年月日 備考 

公

 

益

 

委

 

員 

◎ 亀田 哲也 弁護士 
 平 

 30.12.１ 

再 

３期 

〇 石川 和宏 （元茨城県労働委員会事務局長） 
 令 

 ２.12.１ 

再 

２期 

後藤 玲子 茨城大学人文社会科学部教授 
 令 

 ２.12.１ 

再 

２期 

阿久津正晴 弁護士 
 令 

 ４.12.１ 

新 

１期 

鈴木 健秀 弁護士 
 令 

 ４.12.１ 

新 

１期 

労

働

者

委

員 

  内山  裕 日本労働組合総連合会茨城県連合会会長 
 平 

30.１.１ 

再 

４期 

髙木 英見 
日本労働組合総連合会茨城県連合会 

労働相談アドバイザー 

 平 

29.９.１ 

再 

４期 

菅原 康弘 茨城交通労働組合執行委員長 
 令 

 ２.12.１ 

再 

２期 

千歳 益彦 
全日本自治団体労働組合茨城県本部 

執行委員長 

 令 

 ４.12.１ 

新 

１期 

使

用

者

委

員 

  澤畑 愼志   (一社)茨城県経営者協会副会長 
平 

28.12.１ 

再 

４期 

  曽根  徹   
(株)日立製作所人財統括本部エネルギー 

ＣＨＲＯ兼日立事業所事業所長 

 平 

30.５.１ 

再 

４期 

  加藤 祐一 (一社)茨城県経営者協会専務理事 
 令 

４.12.１ 

新 

１期 

  堀  延也 
 （株）ケーズホールディングス 

取締役監査等委員 

令 

４.12.１ 

新 

１期 

  渡邊 敏幸 
（株）カスミ 

執行役員人事戦略部マネジャー 

 令 

４.12.１ 

新 

１期 

◎   会長   ○   会長代理 
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・任期中の退任委員 

氏  名 在任中の職歴 備 考 

関口 喜一 情報産業労働組合連合会茨城県協議会議長 
令５.11.30 

退  任 

 

 

４ あっせん員候補者 

（令和５年12月31日現在） 

氏   名 現職、（ ）は前歴 

亀  田  哲  也 
弁護士 

茨城県労働委員会公益委員 

石 川 和 宏 
（元茨城県労働委員会事務局長） 

茨城県労働委員会公益委員 

後 藤 玲 子 
茨城大学人文社会科学部教授 

茨城県労働委員会公益委員 

阿久津 正 晴 
弁護士 

茨城県労働委員会公益委員 

鈴 木 健 秀 
弁護士 

茨城県労働委員会公益委員 

内  山    裕 
日本労働組合総連合会茨城県連合会会長 

茨城県労働委員会労働者委員 

髙  木  英  見 
日本労働組合総連合会茨城県連合会労働相談アドバイザー 

茨城県労働委員会労働者委員 

菅 原 康 弘 
茨城交通労働組合執行委員長 

茨城県労働委員会労働者委員 

千 歳 益 彦 
全日本自治団体労働組合茨城県本部執行委員長 

茨城県労働委員会労働者委員 

澤 畑 愼 志 
(一社)茨城県経営者協会副会長 

茨城県労働委員会使用者委員 

曽  根    徹 
（株）日立製作所日立事業所事業所長 

茨城県労働委員会使用者委員 

加 藤 祐 一 
(一社)茨城県経営者協会専務理事 

茨城県労働委員会使用者委員 

堀   延 也 
（株）ケーズホールディングス取締役監査等委員 

茨城県労働委員会使用者委員 

 渡 邊 敏 幸 
（株）カスミ執行役員人事戦略部マネジャー 

茨城県労働委員会使用者委員 

松 山 和 規 茨城県労働委員会事務局長 

清 水   伸 同           次長兼総務調整課長 

根 本 克 彦 同           審査課長 
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５ 事 務 局 

  事務局には、会長の同意を得て都道府県知事が任命する事務局長及び必要な職員を置く

こととされており（労働組合法第19条の12）、事務局の組織は、会長の同意を得て都道府

県知事が定めることとされている（労働組合法施行令第25条）。 

  当事務局については、茨城県労働委員会事務局の組織等に関する規則（昭和37年茨城県

規則第10号）により内部組織、事務決裁等必要な事項が定められている。 

  昭和61年４月以降は、総務調整課及び審査課の２課制となっている。 

  令和５年12月31日現在の現員は11人である。 

 

○ 組  織（令和５年12月31日現在） 

            

                   

  (兼)総務調整課長―総務調整課 ５人        

 

事務局長─次長               

 

審査課長        審査課   ３人 
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第２節  会議・研修 

 

１ 会議概要 

労働委員会が開催する会議には、総会、公益委員会議等がある。 

なお、総会は臨時に招集される場合がある。 

また、このほかに、労働委員会相互の間の連絡を密にし、その事務の処理につき必要

な統一と調整を図るための全国的、地域的な連絡協議会等がある。 

 

(1) 総  会 

    委員全員で行う会議で、労働委員会規則第５条第１項に規定する事項を審議決定す

るほか、公益委員会議の決定事項の報告、あっせん、調停、仲裁に関する報告等、委

員会の活動を総合的に把握し、適切な運営を期するために行われる。 

総会は、原則として毎月第３木曜日を定例日として開催している。 

 

＜総会の開催状況＞ 

回数 
開催 

月日 
付 議 事 項 等 

1094  
１.19  

（木） 

・令和４年（調）第３号争議について（結果報告） 

・令和４年（調）第５号争議について（経過報告） 

・令和４年（個）第５号事件について（結果報告） 

・令和４年（個）第６号事件について（経過報告） 

・争議行為予告通知関係について 

・労働協約拡張適用に関する小委員会の結果について 

1095  
２.16 

（木） 

・審査の実施状況の公表について 

・令和４年（調）第４号争議について（結果報告） 

・令和４年（調）第５号争議について（結果報告） 

・令和５年（調）第１号争議について 

・令和５年（調）第２号争議について 

・争議行為予告通知関係について 

・労働協約拡張適用に関する小委員会の結果について 

・公益委員会議の結果について 

1096  
３.23 

（木） 

・令和５年（調）第１号争議について（結果報告） 

・令和５年（調）第２号争議について（経過報告） 

・争議行為予告通知関係について 

・労働協約拡張適用に関する小委員会の結果について 

・公益委員会議の結果について 

1097 
４．20 

（木） 

・あっせん員候補者の委嘱及び解任について 

・茨城県個人情報の保護に関する法律等施行規程について 

・令和５年（個）第１号事件ついて 

・争議行為予告通知関係について 

・労働協約拡張適用に関する小委員会の結果について 

・公益委員会議の結果について 
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回数 
開催 

月日 
付 議 事 項 等 

1098 
５.18 

（木） 

・労働協約の拡張適用について 

・令和５年（調）第２号争議について（結果報告） 

・令和５年（個）第２号事件について 

・争議行為予告通知関係について 

1099 
６.22 

（木） 

・労働協約拡張適用の決定について 

・令和５年（個）第１号事件について（経過報告） 

・令和５年（個）第２号事件について（経過報告） 

・関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の結果について 

・全国労働委員会事務局長連絡会議の結果について 

・全国労働委員会会長連絡会議の結果について 

・争議行為予告通知関係について 

・公益委員会議の結果について 

・幹事委員会の結果について 

1100 
７.20 

（木） 

・令和５年（個）第１号事件について（結果報告） 

・令和５年（個）第２号事件について（経過報告） 

・令和５年（調）第３号争議について 

・争議行為予告通知関係について 

・公益委員会議の結果について 

1101 
８.17 

（木） 

・令和５年（調）第３号争議について（経過報告） 

・令和５年（個）第２号事件について（結果報告） 

・争議行為予告通知関係について 

・公益委員会議の結果について 

1102 
９.28 

（木） 

・茨城県労働委員会事務局処務規程の一部改正について 

・令和５年（調）第３号争議について（結果報告） 

・令和５年（個）第３号事件について 

・令和５年（個）第４号事件について 

・争議行為予告通知関係について 

・関東ブロック労働委員会三者連絡協議会の結果について 

・公益委員会議の結果について 

1103 
10.19 

（木） 

・令和５年（個）第３号事件について（経過報告） 

・令和５年（個）第４号事件について（経過報告） 

・争議行為予告通知関係について 

・公益委員会議の結果について 

・幹事委員会の結果について 

1104 
11.16 

（木） 

・令和５年（個）第４号事件について（結果報告） 

・争議行為予告通知関係について 

・公益委員会議の結果について 

・全国労働委員会連絡協議会総会の結果について 

1105 
12.21 

（木） 

・令和５年（個）第３号事件について（結果報告） 

・令和５年（個）第５号事件について 

・争議行為予告通知関係について 

・茨城県公告式条例の一部改正について 

・公益委員会議の結果について 

・幹事委員会の結果について 
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 (2) 公益委員会議 

労働組合法第24条の２第３項の規定により公益委員の全員をもって構成する合議

体で、労働委員会規則第９条第１項に規定する労働組合の資格に関する事項、不当労

働行為に関する事項等を審議決定する。 

原則として定例総会の日に、それに先立って開催することとしている。 

 

＜開催状況＞ 

回数 
開催 

月日 
付 議 事 項 等 

941 
２.16 

（木） 

・令和５年(資)第１号の資格審査について 

942 
３.23 

（木） 

・令和５年(資)第３号の資格審査について 

・令和５年(不)第１号事件について 

943 
４.20 

（木） 

・第89回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の議題検討について 

・令和５年度全国労働委員会連絡協議会公益委員連絡会議の議題につい

て 

944 
６.22 

（木） 

・令和５年(不)第１号事件について 

945 
７.20 

（木） 

・令和２年(資)第１号の資格審査について 

946 
８.17 

（木） 

・令和２年(不)第１号事件の意見聴取（参与委員）について 

・第90回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の議題検討について 

947 
９.28 

（木） 

・令和５年(不)第１号事件について 

948 
10.19 

（木） 

・令和２年(不)第１号事件について 

949 
11.16 

（木） 

・令和５年(不)第１号事件について 

・令和５年(資)第４号の資格審査について 

・令和２年(不)第１号事件について（第１回合議） 

950 
12.21 

（木） 

・令和５年(資)第５号の資格審査について 

・令和５年(資)第６号の資格審査について 

・令和２年(不)第１号事件について（第２回合議） 

・第91回関東ブロック労働委員会公益委員連絡会議の議題について 
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(3) 調停委員会 

労働関係調整法第19条の規定に基づき、会長が指名する公労使各側代表委員又は特

別調整委員で構成される会議で労働争議の調停にあたる。 

平成19年に行われた以降は、事件がないため開催されていない。 

 

(4) 仲裁委員会 

労働関係調整法第31条の規定に基づき、公益委員又は特別調整委員の中から関係当

事者の合意により会長が指名した３人以上の奇数の仲裁委員で構成される会議で労

働争議の仲裁にあたる。 

昭和43年に行われたのみで、その後事件がないため開催されていない。 

 

(5) 小委員会 

労働委員会規則第５条の規定に基づき、総会の議決又は会長の専決により会長が指

名する委員で構成される会議で、総会の付議事項中特定の事項について調査、審議等

を行う。 

令和４年８月18日開催の総会の議決により、労働協約の拡張適用の申立てに係る小

委員会を設置することとされ、次のとおり公労使委員各２名の委員が小委員会委員

に指名された。 

この小委員会は、令和５年中に計10回開催され、同年４月26日開催の第15回会議に

おいて小委員会報告書が取りまとめられた後、同年５月18日開催の総会の議決によ

り廃止することとされた。 

 

   〇 令和４年９月１日～同年11月30日 

 （公）木島会長、石川委員 

（労）内山委員、菅原委員 

（使）安田委員、澤畑委員 

 

   〇 令和４年12月９日～令和５年５月18日 

    （公）石川会長代理、鈴木委員 

    （労）内山委員、菅原委員 

    （使）澤畑委員、加藤委員 
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(6) 連絡協議会及び連絡会議 

労働委員会規則第86条の規定により、労働委員会相互の間の連絡を密にし、その事

務の処理につき必要な統一と調整を図るため、公・労・使各側委員の三者構成による

連絡協議会及び会長の連絡会議が、それぞれ全国会議、ブロック会議にわかれて開催

されている。 

このほか、公益委員連絡会議（ブロック会議）、事務局の事務局長会議（全国会議）、

調整、審査各主管課長会議（全国会議）が開催されている。 

 

＜連絡協議会及び連絡会議の開催状況＞ 

ア 連絡協議会 

(ｱ)全国 

協 議 会 名 

（開催期日・場所） 

出 席 委 員 

議 題 等 

第78回全国労働委員会連絡協

議会総会 

（11/９～10 東京都文京区） 

(公)亀田会長、石川会長代理 

  後藤委員、鈴木委員  

(労)髙木委員、千歳委員 

(使)澤畑委員、加藤委員 

  堀委員、渡邊委員 

１ 個別あっせんにおける工夫・配慮、スキル向上の取組

について           

（九州ブロック公労使） 

２ 労働基準法と密接に関連すると思われる調整事件の

取扱いについて        

（中部ブロック公労使） 

３ フリーランスに対する法政策：労働法・独禁法・フリ

ーランス新法と労働委員会         （講演） 

４ 労働組合法第18条に基づく労働協約の地域的拡張適

用について 

                     （中労委） 

(ｲ)関東ブロック 

協 議 会 名 

（開催期日・場所） 

出  席  委  員 

議 題 等 

第150回関東ブロック労働委

員会三者連絡協議会 

（５/11～12 埼玉県さいた

ま市） 

(公)亀田会長、阿久津委員 

(労)菅原委員、関口委員 

(使)加藤委員、堀委員 

１ 外国人労働者の労働相談及びあっせん申請について 

                     （山梨県） 

 

２ 派遣先企業を被申請者とするあっせんについて 

 ※ グループ討議  

         （埼玉県） 

第151回関東ブロック労働委

員会三者連絡協議会 

（９/11～12 山梨県甲府市） 

(公)後藤委員、鈴木委員 

(労)髙木委員、千歳委員 

(使)澤畑委員、渡邊委員 

１ 不当労働行為審査の手続における職権主義と当事者

主義 

（神奈川県） 

 

２ 副業・兼業に関する諸問題について   （講演）                                

（山梨県） 
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イ 連絡会議 

(ｱ)全国 

会 議 名 

（開催期日・場所） 
議 題 等 

全国労働委員会会長連絡会議 

（6/9 水戸市「駿優教育会

館」） 

・パワーハラスメント対策について     （講演） 

・不当労働行為審査（調査）におけるウェブ会議の利用に

ついて                  

（中労委） 

 

(ｲ)関東ブロック 

会 議 名 

（開催期日・場所） 
議 題 等 

関東ブロック労働委員会会長

連絡会議 

（9/12 山梨県甲府市） 

・各労働委員会は現在どのような課題に直面しているの

か。 

また、その課題についてどのように対応しているのか。 

                     （山梨県） 

第89回関東ブロック労働委員

会公益委員連絡会議 

（5/11 埼玉県さいたま市） 

・労働委員会の裁量権について 

                     （埼玉県） 

第90回関東ブロック労働委員

会公益委員連絡会議 

（9/11 山梨県甲府市） 

・使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者に

よる不当労働行為について 

                     （山梨県） 

 

  ウ その他の会議 

会 議 名 

（開催期日・場所） 
議 題 等 

全国労働委員会事務局長連絡

会議 

（6/8 水戸市「駿優教育会

館」） 

・今後の労働委員会における個別労働紛争解決業務の位置

づけについて 

                     （中労委） 

全国労働委員会事務局調整主

管課長会議 

（10/31 東京都港区） 

・中央労働委員会事務局調整担当課からの説明 

・都道府県労働委員会事務局からの事例報告 

・グループ討議・グループ発表 

全国労働委員会事務局審査主

管課長会議 

（10/30 東京都港区） 

・中央労働委員会事務局審査担当課からの説明 

・都道府県労働委員会事務局からの事例報告 

・グループ討議・グループ発表 
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２ 研修概要 

労働委員会委員の自己研さんを目的として、労働問題や労働行政等についての各界の

専門家による講演などを毎年開催している。 

研 修 会 名 

（開催期日・場所） 
講師 演  題 

茨城県労働委員会委員研修会 

（７/20 水戸市） 

山本 圭子 氏 

法政大学法学部兼任講師 

労働組合の団体交渉権～近年

の判例・命令の検討～ 
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第２章  労働争議の調整 

 

第１節  調 整 事 件 

 

１ 概  況 

(1) 取扱件数 

令和５年の取扱件数は５件で、前年からの繰越事件が２件、新規係属事件が３件で

あった。 

    なお、最近５年間における取扱件数は〔表－１〕のとおり、新規係属事件における

業種別取扱件数は〔表－２〕のとおりである。 

  〔表－１〕 年別取扱事件数 

区分         年 元（31） ２ ３ ４ ５ 

前年からの繰越件数（①） － － － － ２ 

新 規 申 請 件 数（②） － － １ ５ ３ 

新 

規 

申 

請 

事 

件 

の 

区 

分 

調

整

区

分

別 

あ っ せ ん － － 1 ５ ３ 

調   停 － － － － － 

仲   裁 － － － － － 

開

始

事

由

別 

労 組 申 請 － － 1 ５ ３ 

使用者申請 － － － － － 

双 方 申 請 － － － － － 

職   権 － － － － － 

組

合

系

統 

労 連 系 － － － － － 

連 合 系 － － 1 １ １ 

労 協 系 － － － － － 

系 統 な し － － － ４ ２ 

計  （①＋②） － － 1 ５ ５ 

終 結 件 数（③） － － 1 ３ ５ 

翌年への繰越件数 

{（①＋②）－③} 
－ － － ２ － 
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 〔表－２〕 業種別取扱状況（新規係属事件） 

           年 

 業種別   元（31） ２ ３ ４ ５ 

農 ・ 林 ・ 漁 業 － － － － － 

鉱 業 、 採 石 業 、 

砂 利 採 取 業 
－ － － － － 

建 設 業 － － － － － 

製 造 業 － － － － － 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱 供 給 ・ 水 道 業 
－ － － － － 

情 報 通 信 業 － － － － － 

運 輸 業 、 郵 便 業 － － － 4 2 

卸 売 業 、 小 売 業 － － － － － 

金 融 業 、 保 険 業 － － － － － 

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 － － － － － 

学 術 研 究 、 

専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 
－ － － － － 

宿 泊 業 、 

飲 食 サ ー ビ ス 業 
－ － － － － 

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 

娯 楽 業 
－ － － － － 

教 育 、 学 習 支 援 業 － － － － － 

医 療 、 福 祉 － － 1 1 1 

複 合 サ ー ビ ス 事 業 － － － － － 

サ ー ビ ス 業 － － － － － 

公 務 － － － － － 

分 類 不 能 － － － － － 

合 計  － － 1 5 3 
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(2) 企業規模別取扱状況 

     新規係属事件の企業規模別取扱状況は、〔表－３〕のとおりである。 

 

 〔表－３〕 企業規模別取扱状況（新規係属事件） 

年 

企業規模別 
元（31） ２ ３ ４ ５ 

    ～ 10人 － － － 1 1 

 11 ～ 30 － － － － － 

 31 ～ 50 － － － － － 

 51 ～ 100 － － － 2 1 

 101 ～ 300 － － － － － 

 301 ～ 500 － － 1 1 － 

 501人 以 上 － － － 1 1 

合   計  － － 1 5 3 

 

(3) 調整事項別取扱状況 

     新規係属事件の調整事項別の取扱状況は、〔表－４〕のとおりである。 

 

 〔表－４〕 調整事項別取扱状況（新規係属事件） 

年 元(31) ２ ３ ４ ５ 

調整事項          － － 1 5 3 

組 合 承 認 ・ 組 合 活 動 － － － － － 

協 約 改 定 ・ 効 力 － － 1 － － 

賃 金 増 額 － － － 1 － 

一     時     金 － － － － － 

その他の賃金に関すること － － － － － 

賃 金 以 外 の 労 働 条 件 － － － － － 

経営人事（配転・解雇等） － － － 1 2 

団 交 促 進 － － － 3 1 

事  前  協  議  制 － － － － － 

そ     の     他 － － － － 1 

合           計 － － 1 5 4 

   （注） 調整事項が２項目以上にわたる場合があるため、調整事項数は申請件数に一

致しない。 

 

 

件 数

件数 

件 数

件数 
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 (4) 事件の処理状況 

     取扱事件の終結事由及び処理日数別の取扱状況は、〔表－５〕のとおりである。 

 

 〔表－５〕 終結事由別及び処理日数別取扱状況 

区     分 元(31) ２ ３ ４ ５ 

終 

結 

事 

由 

解        決  － － 1 3 － 

取    下    げ － － － － 1 

打    切    り － － － － 2 

打 切 り （ 不 参 加 ） － － － － 1 

規則 65Ⅱ（不開始） － － － － 1 

不        調 － － － － － 

合     計  － － 1 3 5 

処 

理 

日 

数 

 １ ～ ５日 － － － － － 

６ ～ 10 － － － － － 

11 ～ 20 － － － － － 

21 ～ 30 － － － － － 

31 ～ 50 － － － － 1 

51日以上 － － 1 3 2 

   （注１） 処理日数は調整員指名日（開始月日）から終結日までの日数 

 （注２） 調整員指名前に取り下げられた事件、不開始が決定された事件、被申請

者の不参加により打切りとなった事件については、処理日数を算定していな

い。 

 (注３)  被申請者の不参加により打切りとなった事件は、「打切り（不参加）」に

計上している。 



　 　  令和５年に係属した事件の概要は、次のとおりである。

令和５年　調整事件取扱一覧表

事件
番号

業　種
従業
員数

申請者
区　分

組合加盟
上部団体

調整
区分

調　 整　 事　 項
調整
回数

所要
日数

終結
状況

調 整 員

①令
４

(調)
４

運輸 782 組合 ―
あっ
せん

団体交渉の応諾 1 57 打切り
亀田(公)
内山(労)
堀(使)

②令
４

(調)
５

  医療、
福祉

91 組合 ―
あっ
せん

団体交渉の応諾 ― ― 取下げ 未指名

③令
５

(調)
１

  医療、
福祉

91 組合 ―
あっ
せん

解雇の撤回 ― 46 打切り
(不参加)

阿久津(公)
髙木（労）
渡邊（使）

④令
５

(調)
２

運輸 5 組合 ―
あっ
せん

解雇の撤回
団交拒否に係る謝罪等

1 88 打切り
鈴木（公）
関口（労）
澤畑（使）

⑤令
５

(調)
３

運輸 2,358 組合
X労働組
合連合会

あっ
せん

団体交渉での確認事項の遵
守

― ― 不開始 未指名

終結
月日

開始
月日

申請
月日

R4
11.2

R4
11.2

不開
始

1.24

1.27

R5
2.8

1.20

1.24

R4
12.14

　２　取扱事件の概要

不開
始

8.296.28

R5
1.20

3.10

4.24
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第２節  争議行為予告通知及び労働争議の実情調査 
 

１ 争議行為予告通知 

(1) 概  況 

    令和５年に新たに取り扱った件数（当労委で受理又は当労委を経由したもの及び中

労委が受理したもののうち本県に関係するとして連絡があったものの件数）は28件で

あった。 

 

(2) 争議行為予告通知一覧表 

通知者名称 業種 争議項目 
当労委 

受付日 

中労委 

受付日 

当労委での

実情調査 

実施の有無 

国 鉄 労 働 組 合 
陸上 

旅客 

2023年４月１日以降の賃金の

引き上げ等 
 ２.13 無 

全 日 本 建 設 交 運 一 般 

労 働 組 合 全 国 鉄 道 本 部 

陸上 

旅客 

2023年４月１日以降の賃金の

引き上げ等 
 ２.20 無 

日 立 物 流 労 働 組 合 
道路 

貨物 
賃金引き上げ、一時金  ２.22 無 

茨城県医療労働組合連合会 医療 賃金引上げ等 ２.24  有 

全 国 電 力 関 連 産 業 

労 働 組 合 総 連 合 
電気 

2023年春季生活闘争（賃金、

賞与、労働協約改定等） 
 ２.27 無 

茨城県医療労働組合連合会 医療 賃金引上げ等 ３.２  有 

全 日 本 港 湾 労 働 組 合 港湾 賃金引上げ等  ３.２ 無 

情報産業労働組合連合会 

K D D I 労 働 組 合 
通信 

2023春闘要求（賃金の改善

等） 
 ３.２ 無 

エヌ・ティ・ティ労働組合 通信 賃金改善等  ３.２ 無 

全日本運輸産業労働組合連合会 
道路 

貨物 

賃金制度の確立・改善の取り

組み等 
 ３.３ 無 

国鉄千葉動力車労働組合 
陸上 

旅客 
賃金引き上げ等  ３.３ 無 

日本私鉄労働組合総連合会 
陸上 

旅客 

23春闘（賃金引き上げ、一時

金等） 
 ３.６ 無 

郵政産業労働者ユニオン 郵便 
2023年４月１日以降の賃金引

上げ等 
 ３.６ 無 

山陽自動車運送労働組合 
道路 

貨物 
春闘賃金引き上げ要求等  ３.８ 無 

全国港湾労働組合連合会 港湾 
各加盟組合の賃上げ、産別最

低賃金の引き上げ等 
 ３.10 無 

全日本港湾運輸労働組合同盟 港湾 
各加盟組合の賃上げ、産別最

低賃金の引き上げ等 
 ３.10 無 

日 本 赤 十 字 労 働 組 合 医療 
2023年春闘要求及び年間一時

金 
 ３.10 無 
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全 済 生 会 労 働 組 合 医療 
2023年度賃金引き上げ等労働

条件の改善 
 ３.14 無 

全 済 生 会 労 働 組 合 医療 
2023年度夏期一時金及び夏期

休暇（特別休暇） 
 ４.28 無 

ス カ イ マ ー ク 乗 員 組 合 航空 
組合活動に関する要求、労使

交渉における法令遵守等 
 ５.10 無 

全日本運輸産業労働組合連合会 
道路 

貨物 

一時金の要求、雇用対策と労

働協約の取り組み等 
 ５.26 無 

日本赤十字労働組合茨城県本部 医療 
夏期一時金、夏期休暇及び職

場要求に関する事項 
６.13  有 

全 済 生 会 労 働 組 合 医療 2023年度年末一時金等  10.11 無 

全日本運輸産業労働組合連合会 
道路 

貨物 
年末一時金、雇用対策等  10.24 無 

茨城県医療労働組合連合会 医療 年末一時金等 10.27  有 

全日本国立医療労働組合 医療 
賃金・労働条件の改善（2023 

年春闘要求及び秋闘要求） 
 11.６ 無 

日本私鉄労働組合総連合会 
陸上 

旅客 
23秋闘労働協約闘争要求  11.14 無 

日本赤十字労働組合茨城県本部 医療 年末一時金等 11.17  有 

 

   ※ 「通知者名称」は、予告通知の差出人である組合名（連合団体である労働組合の場

合は、当該連合団体である労働組合名）を記載している。 

 

２ 労働争議の実情調査 

(1) 概  況 

ア 紛争事由別実情調査状況 

     令和５年に実施した労働争議実情調査の件数は17件（前年からの繰越し３件を含

む。）であった※。 

     これらの件数のうち、当労委で争議の予告を受理したものが16件、中労委が受理

したもの（当労委を経由したものを含む。）が１件で、全て公益事業である。 

紛争事由及び終結状況別にみると、〔表－１〕のとおりである。 

 

    ※ 令和元年９月19日以降、争議行為予告通知のうち、中労委管轄で、中労委から

連絡を受けたものについては、原則として当労委での実情調査を行わないことと

した。ただし、次のものについては実情調査を行っている。 

    ・ 予告通知を行った労働組合の主たる事務所が県内にあるもの又は当労委を経

由したもの 

    ・ 県民生活に影響を及ぼすおそれがあるものなど、会長が特に必要と認めるも   

の 
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   〔表－１〕 実情調査実施状況 

項目          年 元(31) ２ ３ ４ ５ 

調   査   件   数 75 19 21 16 17 

紛

争

事

由 

労 働 協 約 改 定 － － － － － 

賃 金 増 額 36  5  3  5  4 

最 低 賃 金 制 － － － － － 

一 時 金 23 11 13  9 12 

退 職 金 － － － － － 

経 営 ・ 人 事 － －  2 － － 

そ の 他 16  3  3  2  1 

終

結

状

況 

自 主 解 決 47 14 16 12 14 

あ っ せ ん 移 行 解 決 － － － － － 

調 査 打 切 り 25  2  3  1  3 

翌 年 へ 繰 越 し  3  3  2  3 － 

   （注）調査件数は、前年からの繰越しを含む。 

 

 

 

 

イ 事業別調査状況 

    事業別調査件数は、〔表－２〕のとおりである。 

 

  

  〔表－２〕 事業別調査件数 

区 

分 

運 輸 事 業 

郵  便・

信書便・

電気通信

事   業 

水 道 ・ 電 気 ・ 

ガ ス 供 給 事 業 

医療・

公衆衛

生事業 
計 

鉄道業 
道 路 

旅 客 

運送業 

道 路 

貨 物 

運送業 

港 湾 

運送業 
通信業 

電気

業 

ガス

業 

熱供

給業 

水道

業 
医療業 

件 

数 
 1 － － － － － － － － 16 17 

 



中労委 当労委

R4
6

国 鉄 水 戸 動 力 車
労 働 組 合

鉄道業 4月22日 労働委員会命令の完全履行等

7 茨城民主医療機関労働組合 医療業 10月27日 年末一時金等

8
い ば ら き あ お ぞ ら
労 働 組 合

医療業 10月27日 年末一時金等

R5
1

茨城民主医療機関労働組合 医療業 2月24日 賃金引上げ等

2
い ば ら き あ お ぞ ら
労 働 組 合

医療業 3月2日 賃金引上げ等

3 か た く り 労 働 組 合 医療業 3月2日 賃金引上げ等

4 茨 城 県 厚 生 連 労 働 組 合 医療業 3月2日 賃金引上げ等

5
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
水 戸 支 部
a) 水 戸 病 院 b) 乳 児 院

医療業 6月13日 夏期一時金等

6
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
古 河 支 部

医療業 6月13日 夏期一時金等

7
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
茨 城 県 赤 十 字
血 液 セ ン タ ー 支 部

医療業 6月13日 夏期一時金等

8
い ば ら き あ お ぞ ら
労 働 組 合

医療業 10月27日 年末一時金等

9 茨城民主医療機関労働組合 医療業 10月27日 年末一時金等

10 か た く り 労 働 組 合 医療業 10月27日 年末一時金等

11 茨 城 県 厚 生 連 労 働 組 合 医療業 10月27日 年末一時金等

12
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
水 戸 支 部
a) 水 戸 病 院 b) 乳 児 院

医療業 11月17日 年末一時金等

13
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
古 河 支 部

医療業 11月17日 年末一時金等

14
日 本 赤 十 字 労 働 組 合
茨 城 県 赤 十 字
血 液 セ ン タ ー 支 部

医療業 11月17日 年末一時金等

(2)　労働争議実情調査一覧表（公益事業関係）

番号 調査対象組合名 業　種
通知月日

要求事項
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第３章  個別的労使紛争に係るあっせん 
 

１ 個別的労使紛争関係の労働相談の状況 

  令和５年において、あっせんの事前相談として当労委で直接受けた個別的労使紛争関

係の労働相談（労働相談会での相談を除く。）は、労働者側から54件、使用者側から２件

であった。 

 

２ 個別的労使紛争に係る労働相談会の実施 

  令和５年において、個別労働関係紛争処理制度の周知・広報を通じて、同制度の利用

拡大を図るため、労働委員会委員による「個別的労使紛争のあっせんに係る労働相談会」

を実施した。相談会の概要は、以下のとおりである。 

実 施 日 

会  場 
相談員 

相談 

件数 
備        考 

10月11日（水） 

県庁舎23階労働委員会事務局

（水戸市） 

石川会長代理 

千歳委員 
２件 面談による相談 ２件 

10月19日（木） 

県庁舎23階労働委員会事務局

（水戸市） 

阿久津委員 

髙木委員 
３件 

面談による相談 ２件 

電話による相談 １件 

10月27日（金） 

県庁舎23階労働委員会事務局

（水戸市） 

亀田会長 

澤畑委員 
３件 

面談による相談 １件 

電話による相談 ２件 

 

３ あっせん申請の状況 

(1) 取扱件数 

令和５年の取扱件数は７件で、前年からの繰越事件が２件、新規係属事件が５件

であった。 

なお、最近５年間における取扱件数は〔表－１〕のとおり、新規係属事件におけ

る業種別取扱件数は〔表－２〕のとおりである。 

 

 〔表－１〕 年別取扱事件数 

           年 
区分 

元(31) ２ ３ ４ ５ 

前年からの繰越件数（①） － 1 1 － 2 

新 規 申 請 件 数 （②） 4 1 5 6 5 

開 始 

事由別 

労働者申請 4 1 5 6 4 

使用者申請 － － － － 1 

計  （①＋②） 4 2 6 6 7 

終 結 件 数（③） 3 1 6 4 6 

翌年への繰越件数 
{（①＋②）－③} 

1 1 － 2 1 
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業種別 
年 

 〔表－２〕 業種別取扱件数（新規係属事件） 

 
元(31) ２ ３ ４ ５ 

農 ・ 林 ・ 漁 業 － － － － － 

鉱 業 、 採 石 業 、 

砂 利 採 取 業 
－ － － － － 

建 設 業 － － 1 1 1 

製 造 業 1 － 1 － 1 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱 供 給 ・ 水 道 業 
1 － － － － 

情 報 通 信 業 － － － － － 

運 輸 業 、 郵 便 業 － － － － － 

卸 売 業 、 小 売 業 1 － 1 1 1 

金 融 業 、 保 険 業 － － － － － 

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 － － － 1 － 

学 術 研 究 、 

専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業 
－ － － 1 1 

宿 泊 業 、 

飲 食 サ ー ビ ス 業 
－ － － － － 

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 

娯 楽 業 
－ － － － － 

教 育 、 学 習 支 援 業 1 － － － 1 

医 療 、 福 祉 － 1 1 2 － 

複 合 サ ー ビ ス 事 業 － － － － － 

サ ー ビ ス 業 － － 1 － － 

公 務 － － － － － 

分 類 不 能 － － － － － 

合 計 4 1 5  6  5 
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(2) 企業規模別取扱状況 

    新規係属事件の企業規模別の取扱状況は、〔表－３〕のとおりである。 

 

〔表－３〕 企業規模別取扱状況（新規係属事件）  

年 

企業規模別 
元(31) ２ ３ ４ ５ 

    ～ 10人 － － 1 2 － 

 11 ～ 30 2 － － － 1 

 31 ～ 50 － 1 － － 1 

 51 ～ 100 － － － 2 2 

 101 ～ 300 1 － 2 － － 

 301 ～ 500 1 － － － － 

 501人 以 上 － － 2 2 1 

合   計 4 1 5 6 5 

 

(3) あっせん事項別取扱状況 

    新規係属事件のあっせん事項別の取扱状況は、〔表－４〕のとおりである。 

 

 〔表－４〕 あっせん事項別取扱状況（新規係属事件） 

年 元(31) ２ ３ ４ ５ 

あっせん事項       4 1 5 6 5 

経 

営 

又 

は 

人 

事 

解     雇 1 － 1 1 1 

配 置 転 換 等 － － － － － 

復     職 － － － － 1 

退     職 － － － 1 2 

そ  の  他 － － － － － 

賃 

金 

等 

賃 金 未 払 － － － 1 － 

賃金増額・減額 － － － 1 － 

退 職 一 時 金 － － － － － 

解 雇 手 当 － － － － － 

そ  の  他 － 1 １ － － 

労 働 条 件 等 － － － － － 

職 場 の 人 間 関 係 3 1 4 4 1 

そ    の    他 － － 1 － 2 

合        計 4 2 7 8 7 

   （注） あっせん事項が２項目以上にわたる場合があるため、あっせん事項数は申請

件数に一致しない。 

件数 
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(4) 事件の処理状況 

    取扱事件の終結事由及び処理日数別の取扱状況は、〔表－５〕のとおりである。 

 

 〔表－５〕 終結事由別及び処理日数別取扱状況 

区        分 元(31) ２ ３ ４ ５ 

終 

結 

事 

由 

解        決 2 1 1 － － 

取    下    げ － － － － 1 

打    切    り － － 1 1 1 

打 切 り（不参加） 1 － 4 3 4 

不    開    始 － － － － － 

合        計 3 1 6 4 6 

処 

理 

日 

数 

  １ ～ ５日 － － － － － 

６ ～ 10 － － － － － 

11 ～ 20 － － － － － 

21 ～ 30 1 － 1 － － 

31 ～ 50 2 － 2 － － 

51 日以上 － 1 3 4 6 

  （注１） 処理日数は申請日から終結日までの日数 

  （注２） 被申請者の不参加により打切りとなった事件は、「打切り（不参加）」に計

上している。 

 



４　取扱事件の概要
　 　令和５年に係属した事件の概要は、次のとおりである。

令和５年　個別あっせん事件取扱一覧表

①令
４

(個)
５

不動
産・建
設業

Ｇ 労働者
未払いの歩合給（〇円）の
支払いを求める

－ 86
打切り

（不参加）

亀田(公)
髙木(労)
澤畑(使)

②令
４

(個)
６

医療、
福祉業

Ｄ 労働者
慰労金（賞与不足分）〇円
の支払を求める

－ 57
打切り

(不参加）

後藤(公)
髙木(労)
加藤(使)

③令
５

(個)
１

学術・
研究開
発

Ｄ 労働者
使用者との話し合いの場を
設けられたい

－ 82
打切り

（不参加）

阿久津(公)
千歳(労)
曽根(使)

④令
５

(個)
２

教育、
学習支
援

Ｃ 使用者
法人と被申請者の労働契約
の合意解除

－ 101 取下げ
亀田(公)
髙木(労)
加藤(使)

⑤令
５

(個)
３

小売業 Ｇ 労働者

1 私傷病による自然退職の
  撤回
2 復職前の役職での復職
3（復職がかなう場合）パ
  ワハラ等の再発防止
4(復職がかなわない場合)
  損害賠償金の支払い　等

1 98 打切り
鈴木(公)
内山(労)
堀(使)

⑥令
５

(個)
４

製造業 Ｂ 労働者
解雇による解決金（〇円）
の請求

－ 70
打切り

（不参加）

石川(公)
髙木(労)
渡邊(使)

⑦令
５

(個)
５

建設業 Ｄ 労働者

1 本採用拒否により、支払
  われたであろう賃金〇か
　月分の請求
2 雇用期間満了の30日前ま
  でに通知がないことの不
  足日数分賃金の請求　等

－ －
翌年に
繰越し

後藤(公)
千歳(労)
曽根(使)

（注）企業規模別の区分

Ａ：　　 ～ 10人

Ｂ： 11人～ 30人

Ｃ： 31人～ 50人

Ｄ： 51人～100人

Ｅ：101人～300人

Ｆ：301人～500人

Ｇ：501人～

R4
10.25

あっせん事項
事件
番号

業　種
企業

規模別
申請者
区　分

申請
月日

あっせん員
あっせ
ん員指
名月日

終結
月日

あっせん
回　数

所要
日数

終結
状況

9.6 9.15 12.12

4.26

12.7 12.12 －

9.7 9.8 11.15

R4
10.27

R5
1.10

R4
11.10

R4
12.5

R5
1.5

4.27 8.4

4.14 7.34.13

- 25 -
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区分 年 

第４章 不当労働行為事件の審査 

 

１ 概  況 

(1) 取扱件数 

 令和５年の取扱件数は、前年からの繰越事件１件及び新規申立事件１件の計２件

であった。 

 なお、最近５年間における取扱件数は〔表－１〕のとおり、新規係属事件におけ

る業種別取扱件数は〔表－２〕のとおりである。 

 

〔表－１〕 年別取扱件数 

 元(31) ２ ３ ４ ５ 

前 年 か ら の 繰 越 件 数 （ ① ）  3  2  4  2  1 

新 規 申 立 件 数 （ ② ）  1  2 － －  1 

新 

規 

申 

立 

事 

件 

の 

区 

分 

申

立 

内

容

別 

事

件

別 

１ 号 － － － － － 

２ 号 － － － － － 

３ 号 － － － － － 

１ ・ ２ 号  1 － － － － 

１ ・ ３ 号 － － － － － 

１ ・ ４ 号 －  1 － － － 

２ ・ ３ 号 － － － － － 

３ ・ ４ 号 － － － － － 

１・２・３号 －  1 － － － 

１・３・４号 － － － － － 

１・２・３・４号 － － － －  1 

７

条

号

別 

１ 号  1  2 － －  1 

２ 号  1  1 － －  1 

３ 号 －  1 － －  1 

４ 号 －  1 － －  1 

申 

立 

人 

別 

組 合  1 － － －  1 

個 人 － － － － － 

組 合 ・ 個 人 －  2 － － － 

計 （ ① ＋ ② ）  4  4  4  2  2 

終 結 件 数 （ ③ ）  2 －  2  1 － 

翌 年 へ の 繰 越 件 数 
{ （ ① ＋ ② ） － ③ }  2  4  2  1  2 

 （注） 「７条号別」とは、新規申立事件を労働組合法第７条の該当号別に整理したも

ので、新規申立件数とは一致しない。 
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業種別 
年 

〔表－２〕 業種別取扱件数（新規係属事件） 

 元(31) ２ ３ ４ ５ 

農 ・ 林 ・ 漁 業 － － － － － 

鉱 業 、 採 石 業 、 

砂 利 採 取 業 
－ － － － － 

建 設 業 － － － － － 

製 造 業 － － － － － 

電 気 ・ ガ ス ・ 

熱 供 給 ・ 水 道 業 
－  1 － － － 

情 報 通 信 業 － － － － － 

運 輸 業 、 郵 便 業 － － － －  1 

卸 売 業 、 小 売 業 － － － － － 

金 融 業 、 保 険 業 － － － － － 

不動産業、物品賃貸業 － － － － － 

学 術 研 究 、 

専門・技術サービス業 
－ － － － － 

宿 泊 業 、 

飲 食 サ ー ビ ス 業 
－ － － － － 

生活関連サービス業、 

娯 楽 業 
 1 － － － － 

教 育 、 学 習 支 援 業 －  1 － － － 

医 療 、 福 祉 － － － － － 

複 合 サ ー ビ ス 事 業 － － － － － 

サ ー ビ ス 業 － － － － － 

公 務 － － － － － 

分 類 不 能 － － － － － 

合 計  1  2 － －  1 
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年 
区分 

(2) 終結件数 

 係属事件のうち令和５年中に終結したものはなく、全て令和６年に繰り越された。 

 なお、最近５年間における係属事件の終結状況は〔表－３〕のとおり、処理日数

状況及び審査の目標期間の達成状況は〔表－４〕のとおりである。 

 

〔表－３〕 年別終結件数 

 元(31) ２ ３ ４ ５ 

取 扱 件 数 （ ① ）  4  4  4  2  2 

終 結 件 数 （ ② ）  2 －  2  1 － 

繰 越 件 数 （ ① － ② ）  2  4  2  1  2 

終結状況 

命 

令 

・ 

決 

定 

全 部 救 済 － － － － － 

一 部 救 済  2 － －  1 － 

棄 却 － － － － － 

却 下 － － － － － 

計  2 － －  1 － 

和 

解 

無 関 与 － － － － － 

関 与 － －  2 － － 

計 － －  2 － － 

取 下 げ － － － － － 

（注） 和解の区分について 

「無関与和解」とは、自主和解及び労働委員会以外の第三者（裁判所等）の関

与による和解をいう。「関与和解」とは、労働委員会の関与による和解をいい、

当委員会における関与和解のほか、中央労働委員会の関与により和解した事件を

含む。 
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区分 
終結年 

 

〔表－４〕 年別処理日数状況及び審査の目標期間の達成状況 

 

 
元(31) ２ ３ ４ ５ 

終 結 件 数  2 －  2  1 － 

う ち 、 目 標 期 間 達 成 件 数  1 －  1 － － 

処

理

日

数 

1 日以上  ～100 日以内 － － － － － 

101   〃      200  〃 － － － － － 

201  〃   300  〃 － － － － － 

301  〃   400  〃 － － － － － 

401  〃   500  〃 － － － － － 

501  〃   550  〃  1 －  1 － － 

551  〃   600  〃 － － － － － 

601  〃   700  〃 － － － － － 

701  〃   800  〃  1 － －  1 － 

801  〃   900  〃 － －  1 － － 

901  〃   1,000  〃 － － － － － 

1,000 日以上 － － － － － 

平 均 処 理 日 数 658 － 710 726 － 

 

（参考） 

審査の期間の目標 

 

茨城県労働委員会告示第１号 

 労働組合法（昭和24年法律第174号）第27条の18の規定により，審査の期間の目標

を次のとおり定めた。 

平成17年３月24日 

                  茨城県労働委員会会長  片 桐 章 典

審査の期間の目標 １年６箇月 

 



２  取扱事件の概要

　　令和５年に係属した事件の概要は、次のとおりである。

令
２
(不)
１

１号
４号

１　会議での発言機会の保証
２　文書以外での相談に応じ
　ること
３　履修妨害の撤回と中止
４　謝罪文の交付及び掲示

令
５
(不)
１

１号
２号
３号
４号

１　解雇撤回及びバックペイ
２　誠実な団体交渉
３　謝罪文の交付及び掲示
４　支配介入の禁止
５　申立人組合の命令履行状
　況確認の妨害禁止

７条 請 求 の 趣 旨
業種等

業種：運輸業
従業員数：６人

業種：教育、学習支援業
従業員数：4,424人

令和５年　不当労働行為事件取扱一覧表　　　　

事件
番号

請 求 す る 救 済 内 容
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審 査 委員

及 び

参 与 委員

2.2.13 ８ ０ １ ０

亀田
吉田
石川
吉田（労）
安田（使）
髙木（労）
澤畑（使）

5.2.22 ４ ４ ０ ０

阿久津
後藤
関口（労）
澤畑（使）
菅原（労）

終 結
状 況通算

備 考

調査回数 審問回数

通算
令和
５年

令和
５年

終 結
年 月 日

所 要
日 数

申 立
年 月 日

- 31 -
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第５章 労働組合の資格審査 

 

１ 概  況 

令和５年の取扱件数は、前年からの繰越し１件及び新規申請６件の計７件であった。 

なお、最近５年間における取扱件数は、次表のとおりである。 

 

年別取扱件数 

 
元(31) ２ ３ ４ ５ 

前年からの繰越件数（①）  2  1  3  4  1 

新 規 申 請 件 数 （ ② ） －  8  5  8  6 

申

請

事

由

別 

不 当 労 働 行 為 

救 済 申 立 て 
－  2 － －  1 

法 人 登 記 －  1  4  2  3 

労働者委員候補者推薦 －  5  1  4  2 

労 働 協 約 

拡 張 適 用 申 立 て 
－ － －  2 － 

計 （ ① ＋ ② ）  2  9  8 12  7 

終 結 件 数 （ ③ ）  1  6  4 11  6 

終

結

状

況

別 

適 合 決 定  1  6  3 10  6 

不 適 合 決 定 － － － － － 

打 切 り － －  1 － － 

取 下 げ － － －  1 － 

翌 年 へ の 繰 越 件 数 

｛（ ① ＋ ② ） － ③ ｝ 
 1  3  4  1  1 

区分 
年 
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２ 申請の概要 

令和５年 労働組合資格審査取扱状況一覧表 

年 番 号 
申 請 

年 月 日 
申 請 事 由 

終 結 

年 月 日 

終 結 

状 況 

所 要 

日 数 

補 正 

勧 告 

令２(資)１ ２.２.14 
不 当 労 働 行 為 

救 済 申 立 て 
５.７.20 適 合 1,253 日 ― 

令５(資)１ ５.１.30 法 人 登 記 ５.２.16 適 合 18 日 ― 

令５(資)２ ５.２.22 
不 当 労 働 行 為 

救 済 申 立 て 
    

令５(資)３ ５.２.22 法 人 登 記 ５.３.23 適 合 30 日 ― 

令５(資)４ ５.11.１ 〃 ５.11.16 適 合 16 日 ― 

令５(資)５ ５.12.11 
労 働 者 委 員 

候 補 者 推 薦 
５.12.21 適 合 11 日 ― 

令５(資)６ ５.12.12 〃 ５.12.21 適 合 10 日 ― 
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第６章 地方公営企業等の労働関係に関する法律 

    第５条第２項の規定に基づく非組合員の 

範囲の認定及び告示 
 

  令和５年中の申出はなかった。 
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第７章 再審査事件 
 

１ 概  況 

令和５年に当委員会の命令を不服として中央労働委員会に係属した再審査事件は、前

年からの繰越し１件であり、令和６年に繰り越された。 

 

２ 事件の概要 

 令和５年 再審査係属事件一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 行政訴訟事件 

 

令和５年中の係属事件はない。 

 

再 審 査
事 件 番 号

・
業 種

再 審 査
申 立
年 月 日

終 結
年 月 日
（終結状況）

初 審
事 件 番 号

申 立
年 月 日

終 結
年 月 日
（ 終 結 状 況 ）

① 令 和 元 年
( 不 再 ) 第 55 号
業種：教育、学習支 援業

令和元年
10月28日

茨 労 委
平 成 29 年
( 不 ) 第 １ 号
平 成 30 年
( 不 ) 第 ２ 号

平成29年
９月６日

平成30年
４月19日

令和元年
10月16日

命令書写交付
（一部救済）
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第９章 労働協約の地域的拡張適用 
 

１ 概  況 

 令和５年、当労委は、労働組合法第18条の規定に基づく労働協約の地域的拡張適用の

申立て１件について、拡張適用することが適当である旨の決議を行い、当該決議を受け

て、茨城県知事が拡張適用を決定した。 

 

２ 申立ての概要 

 令和４年７月28日、ヤマダホールディングスユニオン及びケーズホールディングスユ

ニオン（以下「協約当事者である組合」と総称する。）から連名で、茨城県知事に対し、

労働組合法（以下「法」という。）第18条第１項の規定に基づき、同年５月13日付けで

協約当事者である組合と株式会社ヤマダデンキ及び株式会社ケーズホールディングス

（以下「協約当事者である使用者」と総称する。）との間で締結された「年間所定休日

に関する労働協約」（以下「本件協約」という。）について、茨城県全域において拡張適

用する旨の決定を求める申立て（以下「本件申立て」という。）があった。 

 本件協約は、協約当事者である使用者が茨城県全域において営む「大型家電量販店」

に該当する店舗を主たる就労場所とする、協約当事者である組合の組合員のうち、契約

期間の定めがないフルタイムの労働者について、年間所定休日を111日以上とすること

等を定めるものである。 

 

３ 小委員会の設置 

 令和４年８月17日、当労委は、本件申立てを受けた茨城県知事から、法第18条第１項

の規定に基づき、決議が求められた。 

 これを受けて、当労働委員会は、同年８月18日開催の第1088回総会において、労働委

員会規則第５条第５項の規定に基づき、公労使委員各２名をもって構成する「ヤマダホ

ールディングスユニオン及びケーズホールディングスユニオンからの申立てに係る労

働協約拡張適用に関する小委員会」（以下「小委員会」という。）を設置し、 

①本件協約及び本件申立て等に係る事実関係の調査 

②本件申立ての法第18条に規定する要件の適合性に係る調査審議 

を行うこととした。 

 

４ 小委員会における調査 

⑴  小委員会は、令和４年９月15日の第１回会議開催以降、令和５年４月26日まで計

15回にわたり会議を開催し、協約当事者である労使及び関係する労使からヒアリン

グを行うなどして事実関係の調査を行い、その結果を踏まえて、本件申立てが法第

18条に規定する要件等を満たすかどうか等について調査審議を行った。 

 

⑵ 令和５年４月26日開催の第15回の会議において、小委員会報告書に係る審議を行い、

本件協約の拡張適用を行うことは、法第18条第１項の要件に適合し、また制度趣旨に
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照らして妥当と解される旨判断した。 

  なお、小委員会報告書については、P38～P48のとおりである。 

 

５ 総会における決議 

 上記４の報告書を受けて、当労委は、令和５年５月18日開催の第1098回総会において、

自己に直接利害関係のある委員を除いて、事実関係の調査を行い、慎重審議の結果、法

第18条第１項及び労働組合法施行令（以下「令」という。）第15条の規定に基づき、本

件協約を拡張適用することが適当である旨決議した。 

 なお、決議については、P49～P53のとおりである。 

 

６ 決定 

 上記５の決議を受けて、令和５年６月１日、茨城県知事は、法第18条第１項及び第３

項並びに令第15条の規定に基づき、本件協約の拡張適用を受けるべきことを決定した。 
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ヤマダホールディングスユニオン及びケーズホールディングスユニオンからの 

申立てに係る労働協約拡張適用に関する小委員会報告書 

 

令和５年４月 26日   

 

第１ 労働協約の地域的拡張適用の申立て 

 

１ 本件協約の概要 

 

 本件において対象とする労働協約は、ヤマダホールディングスユニオン及びケーズ

ホールディングスユニオン（以下「協約当事者である組合」と総称する。）と株式会社

ヤマダデンキ及び株式会社ケーズホールディングス（以下「協約当事者である使用者」

と総称する。）とが、令和４年５月 13 日付けで締結した「年間所定休日に関する労働

協約」（以下「本件協約」という。）である。 

 協約当事者である使用者は、いずれも、本件協約第２条（１）に定める「適用地域」

（茨城県全域。以下「本件適用地域」という。）において同条（２）に定める「大型家

電量販店」（以下「大型家電量販店」という。）を営む事業主である。また、協約当事

者である組合は、いずれも、協約当事者である使用者のいずれかに雇用される労働者

で組織する労働組合である。 

 本件協約は、協約当事者である使用者が本件協約の適用地域内において営む「大型

家電量販店」に該当する店舗を主たる就労場所とする、協約当事者である組合の組合

員のうち、同条（６）に定める「適用対象労働者」（その実質は、契約期間の定めがな

いフルタイムの労働者である。以下「適用対象労働者」という。）に該当する者につい

て、年間所定休日を 111 日以上とすること等を定めるものである。 

 

２ 本件協約の拡張適用の申立て 

 

 令和４年７月 28 日、協約当事者である組合から茨城県知事に対して、労働組合法（以

下「法」という。）第 18 条第１項の規定に基づき、「労働協約の地域的拡張適用に関す

る決定を求める申立て」と題する書面（以下「申立書」という。）をもって、本件協約

の第２条から第８条までの各条項について、本件適用地域を同項の「一の地域」とし

て、本件適用地域内において「大型家電量販店」に該当する店舗を営む事業主及び当

該事業主に雇用される労働者のうち、「適用対象労働者」に該当するものに拡張適用す

る旨の決定を求める申立て（以下「本件申立て」という。）があった。 

 

３ 厚生労働大臣に対する申立て及び厚生労働大臣決定 

 

 本件申立てに先立つ令和２年８月７日、協約当事者である組合は、他の組合ととも

に、厚生労働大臣に対して、法第 18 条第１項の規定に基づき、適用地域及び有効期間
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等に関する部分を除き、本件協約と内容を同じくする労働協約（以下「大臣決定に係

る労働協約」という。）の地域的拡張適用に関する決定を求める申立てをした。当該労

働協約において、適用地域は、茨城県全域並びに千葉県、栃木県及び福島県の各一部

の市町村と、また、有効期間は、令和２年６月１日から令和５年５月 31 日までとされ

ていた。 

 令和２年８月 24 日、厚生労働大臣は、法第 18 条第１項の規定に基づき、中央労働

委員会に対して、同項の決議を求めたところ、令和３年８月４日、同委員会は、同項

及び同条第２項並びに労働組合法施行令第 15 条の規定に基づき、大臣決定に係る労働

協約の第１条を除く部分について、その適用地域を茨城県全域と、また、有効期間等

の始期を令和４年４月１日として拡張適用することが適当である旨の決議（以下「中

労委決議」という。）をした。 

 令和３年９月 22 日、厚生労働大臣は、中労委決議を受け、法第 18 条第１項及び同

条第３項並びに労働組合法施行令第 15 条の規定に基づき、中労委決議を内容とする決

定（以下「大臣決定」という。）をした。 

 大臣決定に基づき、適用地域を茨城県全域と、令和４年４月１日から令和５年５月

31 日までを有効期間として、大臣決定に係る労働協約の拡張適用がなされているとこ

ろである。 

 

第２ 小委員会における調査審議 

 

１ 小委員会の設置 

 

 令和４年８月 17 日、茨城県労働委員会（以下「当委員会」という。）は、茨城県知

事から、法第 18 条第１項の規定に基づき、決議が求められた。 

 これを受けて、当委員会は、令和４年８月 18 日の第 1088 回総会において、この取

扱いについて審議した結果、労働委員会規則第５条第５項の規定に基づき、公労使の

委員各２名で構成する「ヤマダホールディングスユニオン及びケーズホールディング

スユニオンからの申立てに係る労働協約拡張適用に関する小委員会」（以下「小委員会」

という。）を設置し、 

（１）本件協約及び本件申立て等に係る事実関係の調査 

（２）本件申立ての法第 18 条に規定する要件の適合性に係る調査審議 

を行うこととした。 

 引き続き、労働委員会規則第５条第６項の規定に基づき、同年９月１日付けで、小

委員会の委員に、公益委員から木島千華夫委員、石川和宏委員、労働者委員から内山

裕委員、菅原康弘委員、使用者委員から安田仁四委員、澤畑愼志委員がそれぞれ指名

された。 

 なお、同年 12 月１日付けで当委員会委員の改選が行われたことに伴い、公益委員か

ら、木島千華夫委員に代わって鈴木健秀委員、使用者委員から、安田仁四委員に代わ

って加藤祐一委員が小委員会の委員として新たに指名された。 
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２ 調査審議の経過 

 

（１）令和４年９月 15 日、小委員会は第１回の会議を開催し、委員の互選により、木

島千華夫委員を委員長として選出した。 

   同年 12 月１日付けで当委員会委員の改選が行われたことに伴い、同月 15 日、小

委員会は第５回の会議を開催し、委員の互選により、木島千華夫委員に代わって、

石川和宏委員を委員長として選出した。 

 

（２）小委員会は、次のとおり、令和５年４月 26 日まで計 15 回にわたり会議を開催し、

協約当事者である組合をはじめ関係する労使からヒアリングを行うなどして事実関

係の調査を行い、その結果を踏まえて、本件申立てが法第 18 条に規定する要件等を

満たすかどうか等について調査審議を行った。その結果、後記第３に記載するとお

り判断するに至った。 

 

【小委員会における会議ごとの調査審議の内容】 

令和４年９月 15 日 第１回 

委員長を選出した後、小委員会の運営について審議 

 

令和４年 10 月 20 日 第２回 

小委員会における調査審議の進め方について審議 

 

令和４年 11 月 10 日 第３回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和４年 11 月 24 日 第４回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和４年 12 月 15 日 第５回 

石川和宏委員を委員長に選出した後、小委員会の運営について審議 

 

令和５年１月 19 日 第６回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和５年２月３日 第７回 

協約当事者である組合からヒアリング 

 

令和５年２月 10 日 第８回 

協約当事者である使用者からヒアリング 
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令和５年２月 16 日 第９回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和５年３月３日 第 10 回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和５年３月 23 日 第 11 回 

ヒアリング内容について審議 

 

令和５年３月 29 日 第 12 回 

拡張適用を受けることとなる使用者からヒアリング 

 

令和５年４月６日 第 13 回 

拡張適用を受けることとなる労働者が組織する労働組合及び使用者からヒアリン

グ 

 

令和５年４月 20 日 第 14 回 

小委員会報告書（案）について審議 

 

令和５年４月 26 日 第 15 回 

小委員会報告書（案）及び総会における決議（案）について審議 

 

第３ 小委員会における調査審議の結果 

 

１ 法第 18 条の地域的拡張適用制度の趣旨 

 

 法第 18 条に規定する労働協約の地域的拡張適用制度は、同条所定の要件が満たされ

た場合、当該協約に定める労働条件を地域における公正労働条件として認めて、協約

当事者である労使以外の労使にも適用することで、労働条件切下げ競争を防止し、協

約当事者である労働者以外の労働者の労働条件を引き上げるなどの労働条件の維持改

善を図るとともに、労働者間、使用者間の公正競争を確保し、協約関係者を保護しよ

うとするものである。さらには、地域的拡張適用制度は当該協約締結に関与していな

い労使に対しても協約の規範的効力を及ぼすものであるので、拡張適用の要件の充足

と要件が充足された場合に拡張適用を実際に行うことの妥当性について、慎重に判断

することが望まれる。 

 以下、このような制度趣旨を踏まえつつ検討する。 

 

２ 法第 18 条第１項に規定する要件の該当性 
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 法第 18 条第１項は、労働協約の地域的拡張適用の要件として、「一の地域において

従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至った」ことを定め

ている。そして、法を所管する厚生労働省は、同条の趣旨につき「労働協約の拡張適

用の決定をする手続として労働委員会の決議によることとしたのは、労働協約の地域

的の一般的拘束力が、当該労働協約の当事者以外の労働者及び使用者に及ぶものであ

ることに鑑み、その決定に当たっては、いわゆる使・労・公益の三者で構成されてい

る労働問題の専門的機関である労働委員会がこれに関与することが適当であると考え

られたからである」（厚生労働省労政担当参事官室編「六訂新版労働組合法労働関係調

整法」。以下、この書籍の記述を「行政解釈」として適宜引用することとする。）とし、

また、この要件を満たしているかどうかについては、専門的な行政委員会である労働

委員会がその裁量によって判断することになるとの学説があるところである。以下、

これらのことを踏まえて判断することとする。 

 

（１）「一の地域」について 

ア 行政解釈は「一の地域」について、「その面積の広狭に関係はないが、連続した

地域であることを要し、全く飛び離れた二つの地域を併せて「一の地域」とする

ことはできないものと解する」と、また、「その範囲は、必ずしも行政区画による

必要はないが、明確でなければならない」とする。また、このことに加え、関係

する労使に対しても説得的なものとなる地域であることを要すると考える。さら

に、地域的拡張適用制度が本件協約の締結に関与していない労使にも本件協約に

定める労働条件を適用させるものであることに鑑みれば、協約当事者の意向や拡

張適用の決定を求める申立人の主張のみによって「一の地域」を決定することは

適当でない。 

 

イ 協約当事者である組合は、前記第１の２に記載したとおり、本件適用地域を法

第 18 条第１項の「一の地域」として申し立てている。これについて協約当事者で

ある組合は、その背景事情として、厚生労働大臣が茨城県全域を適用地域として

地域的拡張適用を行う旨の決定・公告を行っているところ、この地域的拡張適用

の終期は令和５年５月 31 日と定められており、同年６月１日以降更なる地域的拡

張適用がなされる必要があるとするものの、茨城県全域を法第 18 条第１項の「一

の地域」とするについての説得的な理由を述べていない。 

 

ウ また、過去の地方労働委員会の決議では、「一の地域」について、市郡を単位と

した事業場の立地の有無や産業立地条件等の見地から判断したものがある。 

  ところで、本件協約が適用される労働者が従業する場所は大型家電量販店であ

るところ、その大型家電量販店を営む事業主は、本県のみならず全国的にあるい

は広域で大型家電量販店を出店していることからすれば、前述の地方労働委員会

の決議事例に即して「一の地域」を判断することは適当とは言い難い。 



- 43 - 

 

 

エ しかしながら、茨城県全域を「一の地域」として本件協約の適用地域とするこ

とは、都道府県という区域が、経済や産業の面での諸活動を把握する上での地理

的範囲として、一般に認知されていると考えられること、また、行政解釈が求め

る「連続した地域」や「明確でなければならない」との要素を満たすとともに、

客観的に確定できる区域として許容されると思料されることからすれば、本件協

約の締結に関与していない労使に対する説得性も有するものと思われる。 

 

オ  よって、本件においては、茨城県全域を法第 18 条第１項の「一の地域」とし

て、後記（２）から（５）までの要件を満たすかどうか検討することとする。 

 

（２）「同種の労働者」について 

ア 行政解釈は「同種の労働者」について、法第 17 条にいう「同種の労働者」を引

用する形で、当該労働協約の決定され得べき範囲によって決定されるとしている。

また、学説では、「同種の労働者」について、当該労働協約の適用対象等の主観的・

形式的事情だけではなく、職務内容、就業形態等を総合考慮して、当該協約を適

用するにふさわしいか否かを検討すべきとするものがある。 

  そこで、このような点を踏まえ、本件申立てに係る「同種の労働者」について

検討する。 

 

イ 本件協約は、販売商品（「エアコン、冷蔵庫及び洗濯機」の３品目を含む。）、店

舗面積（1,000 平方メートルを超える。）等により「大型家電量販店」を定義した

上で、「大型家電量販店」を営む使用者に雇用され、これらの店舗を主たる就労場

所とする、契約期間の定めがないフルタイムの労働者（管理職を除く。以下「大

型家電量販店の無期雇用フルタイム労働者」という。）を「適用対象労働者」とし

ている。協約当事者である組合は、「大型家電量販店の無期雇用フルタイム労働者」

を「同種の労働者」として本件申立てを行っている。 

 

ウ そこで、本件協約の「大型家電量販店の無期雇用フルタイム労働者」を「同種

の労働者」としてとらえられるかについてであるが、協約当事者である使用者が

営む店舗及び協約当事者である使用者以外の使用者が営む店舗における「大型家

電量販店の無期雇用フルタイム労働者」の職務内容等は、接客や売場管理を中心

とした、同等のものであると言え、この点については、協約当事者である使用者

及び協約当事者である使用者以外の使用者も認めるところである。これは、大型

家電量販店における大量仕入れ・大量販売を中心とした営業に係る仕組みは使用

者や店舗によって異なるものではなく、このために、店舗の現場で働く労働者の

職務内容等も同じようなものとならざるを得ないためと考えられる。 

  したがって、本件協約の「大型家電量販店の無期雇用フルタイム労働者」を「同

種の労働者」としてとらえることに問題はないと考えられる。 
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（３）「大部分」が「適用を受ける」について 

ア 法第 18 条においては、「大部分」の具体的比率を規定していないが、行政解釈

では、法第 17 条の「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の４分の３以

上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場

に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとす

る。」との規定に言及した上で、どのような状態をもって「大部分」とするかは、

個々具体的事案について判断するほかないとしている。 

  そこで、この点を踏まえ、本件申立てに係る「大部分」が「適用を受ける」こ

とについて検討する。 

 

イ 協約当事者である使用者が営む「大型家電量販店」の店舗数は、申立書によれ

ば、茨城県内に合計で 53 店舗あり、これらの使用者に雇用されて従業する「大型

家電量販店の無期雇用フルタイム労働者」は、協約当事者である使用者からのヒ

アリングによれば、合計で 633 名程度である。協約当事者である各労使の間では

ユニオン・ショップ協定が締結されており、「大型家電量販店の無期雇用フルタイ

ム労働者」の全員が協約当事者である組合のいずれかに加入し、本件協約の適用

対象者となっている。また、拡張適用を受けることとなる、協約当事者である使

用者以外の使用者からのヒアリングにおける回答に基づき集計すれば、茨城県内

には、これらの使用者が営む店舗で、「大型家電量販店」に該当する店舗が２使用

者に合計で５店舗あり、これらの使用者に雇用されて従業する「大型家電量販店

の無期雇用フルタイム労働者」は合計で 60 名である。このため、「同種の労働者」

の総数は 693 名程度である。 

 

ウ したがって、「同種の労働者」の 91.3 パーセントが本件協約の適用を受けてい

ることとなり、「同種の労働者」の「大部分」が本件協約の「適用を受ける」との

要件を満たしていると判断してよいと考えられる。 

 

（４）「一の労働協約」について 

ア 法第 14 条において、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に

関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することに

よってその効力を生ずることとされている。 

 

イ そこで、本件協約を見るに、本件協約は、年間所定休日日数について協約当事

者である使用者に共通の最低基準を定めることを目的として、協約当事者である

組合及び協約当事者である使用者が連名で記名押印の上締結された単一の労働協

約であり、「一の労働協約」に該当すると判断してよいと考えられる。 

 

ウ 協約当事者である各労使においては、本件協約とは別に、年間所定休日日数を



- 45 - 

 

含む労働条件全般についての労働協約を締結しているが、このことは、本件協約

が「一の労働協約」に該当することの妨げとはならないと考えられる。 

 

（５）「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」について 

ア 前記第１の２で記載したとおり、本件申立ては令和４年７月 28 日になされてい

るところ、本件協約の有効期間は、令和５年６月１日から令和７年５月 31 日まで

の２年間とされていることから、本件申立て時には、本件協約は有効期間の始期

に至っておらず、「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」の要件該当性が問

題となる。 

 

イ 「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」について言及した行政解釈が見

当たらないことから、小委員会は、協約当事者である組合に対し、その解釈に係

る釈明を求めた。 

  小委員会からの求釈明に対し、協約当事者である組合からは、大臣決定に係る

労働協約と本件協約は、締結日と有効期間が異なるが、その第２条から第７条ま

では同文であって、各労働協約が定める適用対象地域、適用対象事業場、適用対

象となる労働者及び使用者の範囲は同一であり、適用される労働条件等について

も同一内容の労働条件を定めており、さらに有効期間が連続しており切れ目がな

いことから、この２労働協約の全体が法第 18 条第１項に規定する「一の労働協約」

に該当し、本件協約の適用対象となる労働者は、この「一の労働協約」の適用対

象者でもあって、同項に規定する「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」

を充足している旨の回答があった。 

 

ウ 上記イの回答がなされたが、本件申立て時における「適用を受けるに至ったと

き」の要件該当性に疑問があった。 

  そこで、小委員会は、その解釈について、本件の事例を踏まえ、厚生労働省に

その見解を求めたところ、同省から、「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」

については、一の労働協約について現に労働者が労働協約の適用を受けている場

合を指すと考えられ、法第 18 条第１項の規定に基づく労働委員会の決議による知

事の決定は、労働協約の有効期間開始以降に効力を生じるものである必要がある

が、将来の有効期間の始期を定めた労働協約が成立した場合に、当該労働協約の

有効期間開始前に、当該労働協約の効力発生を停止条件として同項に基づく決議

及び決定を行うこと自体は可能と解されるとの解釈が示された。 

  なお、本件申立てにおいては、当該解釈に基づき判断することは差し支えない

ものと考えられる。 

 

エ 上記ウの解釈に従えば、将来の有効期間の始期を定めた本件協約は成立してお

り、令和５年６月１日に本件協約の有効期間が開始されるものであることから、

その開始日である同日が、「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」と解し、
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本件協約の有効期間開始前に、本件協約の効力が発生することを停止条件として

決議及び決定を行うことは、行政行為として許容されるものと考えられる。 

 

３ 本件協約の拡張適用を行うことの妥当性について 

 

（１）前記２の（１）から（５）までに掲げる要件を満たし、法第 18 条第１項の「一

の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至

った」と認められる場合において、当委員会の決議・茨城県知事の決定により、本

件協約の拡張適用を行うに当たっては、前記１に掲げた地域的拡張適用制度の趣旨

に照らして妥当と解されることについても検討すべきである。 

 

（２）厚生労働省が実施した「令和４年就労条件総合調査」によれば、令和３年の労働

者１人平均年間休日総数は 115.3 日であり、本件協約が最低基準として設定する年

間所定休日日数 111 日はこれを 4.3 日下回るものである。 

 

（３）協約当事者である組合は、他の地域の大型家電量販店において、企業間競争が行

われる中で年間所定休日日数が引き下げられた事例を取り上げており、今後、年間

所定休日日数が引き下げられる事態が生ずる可能性も否定できない。加えて、協約

当事者である使用者も、ヒアリングにおいて、拡張適用がなされない場合、過当競

争により労働条件が切り下げられ、公正な競争が害されるおそれがある旨主張して

いる。 

   このようなことから、本件協約の拡張適用によって、年間所定休日日数について、

本件協約に定める基準を下回る日数への切下げを防止することは、当該地域におけ

る労働者の労働条件を維持改善するとともに、使用者間の格差を防止し、公正競争

の確保に資するものとして、地域的拡張適用制度の趣旨にかなうと解される。 

 

（４）なお、協約当事者である使用者以外の２使用者のうち、１使用者は、ヒアリング

において、本件協約を下回る年間所定休日を設定していたところ、大臣決定に係る

労働協約の拡張適用を受け、労使協定を締結することにより、本件適用地域の大型

家電量販店での年間所定休日日数を 111 日とした旨、さらには、就業規則を改正す

ることにより、令和５年４月１日から年間所定休日日数を 111 日に引き上げる旨述

べている。 

   しかしながら、上記（３）に記載したように年間所定休日日数が引き下げられる

事態が生ずる可能性も否定できず、拡張適用を行うことの必要性がないとは、一概

に言えないと思料される。 

 

（５）拡張適用を受けることとなる使用者は、拡張適用される労働条件については、そ

れを下回る労働条件設定が制約されるほか、全国一律に労働条件を設定している企

業のように当該地域を越えて企業単位で統一的に労働条件を決定している場合や、
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拡張適用される労働条件（本件協約にあっては年間休日）よりも他の労働条件（例

えば、賃金）の改善を優先すべきと考える経営判断などに、一定の影響が及ぶこと

から、協約当事者である使用者以外の使用者から強い抵抗感を示されたことも事実

である。 

   しかし、使用者がこうした制約を受けることは、地域的拡張適用制度が、その制

度趣旨から、当然に予定していることと考えられるものであり、本件においては、

前述したとおり、労働者１人平均年間休日総数の 115.3 日を 4.3 日下回る水準であ

って、業界全体として年間所定休日日数の底上げを図ろうとすることは、それ自体

不当なものであるとは認められない。 

 

（６）拡張適用を受けることとなる、協約当事者である使用者以外の使用者に雇用され

る労働者が、別個の労働組合を組織している場合には、拡張適用が当該労働組合の

団体交渉権を侵害することにならないかが問題となり得る。この点、本件協約は最

低基準効を設定するものであり、より有利な労働条件設定を妨げるものではない（本

件協約第７条）。また、本件において協約当事者である使用者以外の２使用者のうち、

１使用者においては、その労働者を組織する労働組合が存在するが、ヒアリングに

おける回答によれば、既に労使の協議により本件協約を上回る年間所定休日が設定

されており、拡張適用にも賛意を表している。もう一つの使用者には、労働組合が

存在せず、別組合の団体交渉権侵害の問題は生じない。 

 

（７）さらに、本件協約の拡張適用の申立ては、地域内の労働条件を統一的に規律する

拡張適用制度を、もっぱら当該地域における競業企業の排除や新規参入排除を目的

とするなど、拡張適用制度の趣旨を逸脱し、競争制限を目的に制度を濫用的に利用

しようとするような特段の事情が認められるものでもない。 

 

（８）以上のことから、本件協約の拡張適用を行うことは、法第 18 条第１項の趣旨に

も適合し、妥当と解される。 

 

４ 決議及び決定の効力発生始期並びに拡張適用の終期について 

 

（１）決議及び決定を行うに当たっては、本件協約の有効期間が開始される令和５年６

月１日を始期とすることが相当である。 

 

（２）また、拡張適用の終期は、本件協約の有効期間が満了する令和７年５月 31 日ま

でであることを明らかにするべきである。 

 

第４ 調査審議を終えて 

 

 法第 18 条には、その要件の適合性を判断する上での基準や手続に関する規定が欠け
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ていることから、本件申立てに係る調査審議を行うに当たり、小委員会は大変苦慮した

ところである。法第 18 条に関して、明確な取扱いが可能となるよう、例えば政省令の

整備等が望まれるものである。 

 

 

 なお、小委員会の議論の過程で、使用者委員から、本件協約の拡張適用に関し、次のよ

うな意見があった。 

 

（１）法律に則って事業を進めていた企業が、ある日突然、図らずも労働協約の地域的

拡張適用を強いられることは不合理である。法第 18 条の規定とはいえ、違和感を覚

える制度である。拡張適用を受ける企業に対し、一方的に不利な競争条件を課し公

正な競争を阻害することにならないか懸念される。 

 

（２）拡張適用を受ける企業においては、基本的労働条件である年間休日について、茨

城県内の店舗だけが他の地域と異なる休日日数を設定することを強いられるという

ことが起こっている。これは、同一企業でありながら異なる労働条件となる労働者

間のあつれきを生む可能性、全国展開の企業内店舗間異動への支障や出店計画・事

業継続自体の見直しに至る可能性及び自由な事業展開を行う上で著しい阻害要因と

なる可能性がある。特に、他社と異なる戦略・ビジネスモデルを武器に競争を行う

企業にとって、その特徴を弱める可能性がある。これは、ひいては消費者に不利益

を及ぼすことにもなりかねないと考える。 

 

（３）年間休日日数は、全体の労働条件の一部であり、付加価値を賃金か休日か福利厚

生かいずれかに配分するかは企業の自由な選択に委ねられている。拡張適用を実施

することは、これまで賃金重視で賃金水準が優位にある企業の労務管理や採用戦略

における独自性を阻害することにならないか懸念される。 
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決 議 

 

 令和４年７月 28 日、ヤマダホールディングスユニオン中央執行委員長三浦広和及びケ

ーズホールディングスユニオン執行委員長川瀬武彦から茨城県知事に対して、労働組合法

（以下「法」という。）第 18 条第１項の規定に基づき、同年５月 13 日付けでヤマダホー

ルディングスユニオン及びケーズホールディングスユニオン（以下「協約当事者である組

合」と総称する。）と株式会社ヤマダデンキ及び株式会社ケーズホールディングス（以下「協

約当事者である使用者」と総称する。）との間で締結された別紙「年間所定休日に関する労

働協約」（以下「本件協約」という。）の第２条から第８条までの各条項について、本件協

約第２条（１）に規定する「適用地域」内において同条（２）に規定する「大型家電量

販店」に該当する店舗を営む事業主及び当該事業主に雇用される労働者のうち、同条（６）

に定める「適用対象労働者」に該当する者に拡張適用する旨の決定を求める申立て（以

下「本件申立て」という。）があった。 

 令和４年８月 17 日、茨城県労働委員会（以下「当委員会」という。）は、茨城県知事

から、法第 18 条第１項の規定に基づき、決議が求められたので、本件申立てについて、

自己に直接利害関係がある委員を除いて、事実関係の調査を行い、慎重審議の結果、令

和５年５月 18 日第 1098 回総会において、同項及び労働組合法施行令第 15 条の規定に基

づき、次のとおり決議する。 

 

主 文 

 

 本件協約は、その効力発生を停止条件として、次のとおり拡張適用することが適当で

ある。 

 

１ 適用する労働協約の条項 

本件協約第２条から第８条までの各条項 

 

２ 適用する地域 

茨城県全域 

 

３ 適用する使用者及び労働者 

 上記２に記載する地域内において、本件協約第２条（２）に規定する「大型家電量

販店」に該当する店舗を営む事業主及び当該事業主に雇用される労働者のうち、同条

（６）に規定する「適用対象労働者」に該当するもの 

 

４ 拡張適用の期間 

 令和５年６月１日から令和７年５月 31 日まで 

 

理 由 
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１ 法第 18 条に規定する労働協約の地域的拡張適用制度は、同条所定の要件が満たされ

た場合、当該協約に定める労働条件を地域における公正労働条件として認めて、協約

当事者である労使以外の労使にも適用することで、労働条件切下げ競争を防止し、協

約当事者である労働者以外の労働者の労働条件を引き上げるなどの労働条件の維持改

善を図るとともに、労働者間、使用者間の公正競争を確保し、協約関係者を保護しよ

うとするものである。 

  当委員会は、地域的拡張適用の制度趣旨を踏まえ、本件申立てが法第 18 条に規定す

る要件を充足するかどうか、本件協約を拡張適用することが妥当かどうか等について、

調査結果に基づき慎重に検討を行った。 

 

２ 「一の地域」について 

（１）法第 18 条第１項の「一の地域」については、その面積の広狭に関係はないが、連

続した地域であることを要し、全く飛び離れた二つの地域を併せて「一の地域」と

することはできず、また、その範囲は、必ずしも行政区画による必要はないが、明

確でなければならない。また、このことに加え、関係する労使に対しても説得的な

ものとなる地域であることを要する。さらに、地域的拡張適用制度が本件協約の締

結に関与していない労使にも本件協約に定める労働条件を適用させるものであるこ

とに鑑みれば、協約当事者の意向や拡張適用の決定を求める申立人の主張のみによ

って「一の地域」を決定することは適当でない。 

 

（２）協約当事者である組合は、茨城県全域を「一の地域」として申し立てている。こ

れについて協約当事者である組合は、その背景事情として、令和３年９月 22 日に厚

生労働大臣が茨城県全域を適用地域として地域的拡張適用を行う旨の決定・公告を

行っているところ、この地域的拡張適用の終期は令和５年５月 31 日と定められてお

り、同年６月１日以降更なる地域的拡張適用がなされる必要があるとするものの、

茨城県全域を法第 18 条第１項の「一の地域」とするについての説得的な理由を述べ

ていない。 

 

（３）しかしながら、茨城県全域を「一の地域」として本件協約の適用地域とすること

は、都道府県という区域が、経済や産業の面での諸活動を把握する上での地理的範

囲として、一般に認知されていると考えられること、また、「連続した地域」や「明

確でなければならない」との要素を満たすとともに、客観的に確定できる区域とし

て許容されると思料されることからすれば、本件協約の締結に関与していない労使

に対する説得性も有するものと思われる。 

 

（４）なお、過去の地方労働委員会の決議では、「一の地域」について、市郡を単位とし

た事業場の立地の有無や産業立地条件等の見地から判断したものがあるが、本件協

約が適用される労働者が従業する場所は大型家電量販店であるところ、その大型家
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電量販店を営む事業主は、本県のみならず全国的にあるいは広域で大型家電量販店

を出店していることからすれば、前述の地方労働委員会の決議事例に即して「一の

地域」を判断することは適当とは言い難い。 

 

（５）よって、本件については、茨城県全域を「一の地域」として、後記３から６まで

の要件を満たすかどうか検討することが適当である。 

 

３ 「同種の労働者」について 

 本件協約第２条（６）に規定する「適用対象労働者」は、協約当事者である使用者が

営む大型家電量販店（本件協約第２条（２）に規定する要件を充足するものに限る。以

下同じ。）を主たる就労場所として従業する「無期雇用フルタイム労働者」であり、協

約当事者である組合からの申立ては、同様に大型家電量販店で従業する「無期雇用フル

タイム労働者」について拡張適用を求めるものである。大量仕入れ・大量販売を中心と

した大型家電量販店の営業に係る仕組みは企業、地域、店舗によって異なるものではな

いことから、大型家電量販店における「無期雇用フルタイム労働者」の職務内容等は、

接客や売場管理を中心とした、同等のものであると考えられる。 

 したがって、大型家電量販店で従業する「無期雇用フルタイム労働者」に該当する者

を「同種の労働者」と考えてよい。 

 

４ 「大部分」が「適用を受ける」について 

 茨城県内には、協約当事者である使用者が営む「大型家電量販店」の店舗数は、本

件申立て時には茨城県内に合計で 53 店舗あり、これらの使用者に雇用されて大型家電

量販店で従業する「無期雇用フルタイム労働者」は、合計で 633 名程度である。協約

当事者である労使の間ではそれぞれユニオン・ショップ協定が締結されており、「無期

雇用フルタイム労働者」の全員が協約当事者である組合のいずれかに加入し、本件協

約の適用対象者となっている。また、茨城県内には、協約当事者である使用者以外の

使用者が営む大型家電量販店が２使用者に合計で５店舗あり、これらの使用者に雇用

されて大型家電量販店で従業する「無期雇用フルタイム労働者」は合計で 60名である。

このため、「同種の労働者」の総数は 693 名程度である。 

 したがって、「同種の労働者」の 91.3 パーセントが本件協約の適用を受けているこ

ととなり、「同種の労働者」の「大部分」が本件協約の「適用を受ける」に至っている

と認められる。 

 

５ 「一の労働協約」について 

本件協約は、年間所定休日日数について協約当事者である使用者に共通の最低基準を

定めることを目的として、協約当事者である組合及び協約当事者である使用者が連名で

記名押印の上締結された単一の労働協約であり、「一の労働協約」と認められる。 

 

６ 「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」について 
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（１）本件申立ては令和４年７月 28 日になされているところ、本件協約の有効期間は、令

和５年６月１日から令和７年５月 31 日までの２年間とされていることから、本件申立

て時には、本件協約は有効期間の始期に至っておらず、「一の労働協約の適用を受ける

に至ったとき」の要件該当性が問題となる。 

 

（２）厚生労働省の解釈では、「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」について、一

の労働協約について現に労働者が労働協約の適用を受けている場合を指すと考えられ、

法第 18 条第１項の規定に基づく労働委員会の決議による知事の決定は、労働協約の有

効期間開始以降に効力を生じるものである必要があるが、将来の有効期間の始期を定

めた労働協約が成立した場合に、当該労働協約の有効期間開始前に、当該労働協約の

効力発生を停止条件として同項に基づく決議及び決定を行うこと自体は可能と解され

るとしている。 

 

（３）上記（２）の解釈に従えば、将来の有効期間の始期を定めた本件協約は成立してお

り、令和５年６月１日に本件協約の有効期間が開始されるものであることから、その

開始日である同日が、「一の労働協約の適用を受けるに至ったとき」と解し、本件協約

の有効期間開始前に、本件協約の効力が発生することを停止条件として決議及び決定

を行うことは、行政行為として許容されると判断する。 

 

７ 以上により、本件については、本件協約の有効期間の開始日である令和５年６月１日

から、「一の地域」を茨城県全域とした上で、法第 18 条第１項に規定する「一の地域に

おいて従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受ける」場合に該当する

ということができる。 

 

８ さらに、本件協約の拡張適用を行われることは、次のとおり、地域内に所在する大

型家電量販店で従業する労働者の労働条件に及ぼす影響その他の事情を考慮して、法

第 18 条の趣旨にも適合し、妥当であると判断する。 

（１）協約当事者である組合は、他の地域においては、過去に、大型家電量販店の企業間

競争が行われる中で年間所定休日日数が引き下げられた事例を取り上げており、今後、

年間所定休日日数が引き下げられる事態が生ずる可能性も否定できない。 

   このようなことから、本件協約の拡張適用によって、年間所定休日日数について、

本件協約に定める基準を下回る日数への切下げを防止することは、当該地域における

労働者の労働条件を維持改善するとともに、使用者間の格差を防止し、公正競争の確

保に資するものとして、制度の趣旨にかなうものである。 

 

（２）他方、本件申立てにおいては、他企業の新規参入を排除するなど競争を制限するた

めに拡張適用制度を濫用的に利用したような事情はうかがわれず、その他拡張適用を

否定すべき特別の事由も認めらない。 

 



- 53 - 

 

９ 決定を行うに当たっては、本件協約の有効期間が開始される令和５年６月１日を始期

とすることが相当である。 

  また、拡張適用の効力の終期は、本件協約の有効期間が満了する令和７年５月 31 日と

なる。 

 

10 よって、当委員会は、主文のとおり決議する。 

 

令和５年５月 18 日 

 

茨城県労働委員会    

 会 長 亀田 哲也   

（別紙省略） 



〔資　料〕

第１表　調整事件処理状況一覧表

（昭21.５～令５.12）

21年 31年 41年 51年 61年 ８年 18年 28年～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

30年 40年 50年 60年 ７年 17年 27年 ５年

申 請 件 数 142 180 173 138 55 60 67 16 831

規 則 65 Ⅱ － － 1 － 1 3 12 1 18

取 下 げ 8 11 30 19 10 10 12 1 101

解 決 123 139 83 77 32 38 25 8 525

打 切 り 10 31 59 42 11 10 18 4 185

打切り(不参加） 2 2

移 管 － － － － － － － － －

翌 年 へ 繰 越 し 1 － － 1 1 － － －

申 請 件 数 17 3 2 － 2 2 1 － 27

規 則 70 Ⅱ － － － － － － － － －

取 下 げ 3 1 1 － － － － － 5

解 決 10 1 － － 1 1 1 － 14

不 調 打 切 り 3 1 1 － 1 1 － － 7

移 管 1 － － － － － － － 1

申 請 件 数 － － 1 － － － － － 1

規 則 79 － － － － － － － － －

取 下 げ － － 1 － － － － － 1

裁 定 － － － － － － － － －

打 切 り － － － － － － － － －

移 管 － － － － － － － － －

159 183 176 138 57 62 68 16 859

（注１）「翌年へ繰越し」とは、集計期間の最終年から翌年へ繰り越した数である。

（注２）　被申請者の不参加により不開始又は打切りとなったあっせん事件は、平成
　　　　28年８月18日より前に申請があったものについては「規則65Ⅱ」に、同日以
　　　　降に申請があったものについては、手続の見直しにより「打切り（不参加）」
　　　　に計上している。

    　　　期間別

区分

計

あ

っ

せ

ん

調

停

仲

裁

合 計
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第２表　主要要求事項別調整事件数

（昭21.５～令５.12）

21年 31年 41年 51年 61年 ８年 18年 28年～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

30年 40年 50年 60年 ７年 17年 27年 ５年

－ 1 1 5 12 7 3 1 30

20 7 3 1 3 － － 1 35

1 － 7 3 1 2 5 1 20

賃 金 増 額 39 92 74 31 16 6 1 1 260

一 時 金 25 29 33 35 17 9 4 1 153

諸 手 当 － 4 4 4 － 2 － － 14

そ の 他 賃 金 に
関 す る も の 16 5 － 12 5 8 6 2 54

退 職 金 ・ 年 金 9 － 4 4 1 2 － 1 21

解 雇 及 び
休 業 手 当 2 1 － 2 － 1 － － 6

労 働 時 間 － － 1 1 － 2 1 － 5

休 日 ・ 休 暇 － 1 1 1 1 3 2 1 10

作 業 方 法
の 変 更 － － － － － － － － －

定 年 制 － － － － － － 1 － 1

そ の 他 の
労 働 条 件 2 － － 1 2 2 1 － 8

事 業 休 廃 止
・ 操 短 等 13 3 1 1 1 － － － 19

企 業 合 併
・ 営 業 譲 渡 － － － － － － － － －

人 員 整 理 5 1 3 5 － － 1 － 15

配 置 転 換 － － － 6 1 6 5 1 19

解 雇 16 21 5 7 － 12 13 3 77

そ の 他 の
経 営 人 事 6 2 6 3 － － 2 1 20

－ － － － － － － － －

4 16 28 38 19 45 37 6 193

－ － － 3 1 1 － － 5

1 － 5 3 － 7 8 2 26

159 183 176 166 80 115 90 22 991

（注）　昭和56年以降の欄の合計及び計欄の合計は、申請事項が２項目以上あるため、

 第１表・第３表の各表の合計と一致しない。
　 なお、昭和55年以前については、主な申請事項を件数として計上したものである。

         　期間別

要求事項

計

組 合 承 認
・ 組 合 活 動

協 約 締 結 ・ 改 定

協 約 効 力 ・ 解 釈

賃

金

等

事 前 協 議 制

そ の 他

合 計

給
与
以
外
の
労
働
条
件

経

営

又

は

人

事

福 利 厚 生

団 交 促 進
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第３表　調整事件業種別一覧表

（昭21.５～平14.12）

21年 31年 41年 51年 61年 ８年～ ～ ～ ～ ～ ～

30年 40年 50年 60年 ７年 14年

2 － － － － － 2

17 4 2 1 － － 24

4 2 2 － － － 8

食 料 品 8 12 4 4 4 1 33

繊 維 ・ 衣 服 5 14 9 2 － － 30

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 4 2 9 1 － － 16

出 版 ・ 印 刷 5 1 － － － 2 8

化 学 3 2 2 1 － － 8

窯 業 ・ 土 石 3 5 2 － 1 1 12

鉄鋼・非鉄金属
・ 金 属 3 2 2 1 － － 8

一般機械器具 29 22 17 3 1 － 72

電気機械器具 7 2 5 5 5 1 25

精密機械器具 － － － 2 － － 2

上 記 以 外 の
製 造 業 4 2 18 4 2 3 33

－ － － － － － －

道路旅客運送業 39 35 26 22 5 3 130

道路貨物運送業 9 14 6 10 7 5 51

上 記 以 外 の
運 輸 ・ 通 信 業 － － － － － － －

6 7 7 10 1 2 33

3 13 6 14 3 － 39

－ － － － － － －

協 同 組 合 － － － 7 6 2 15

医 療 、 保 健
及 び 清 掃 業 2 7 8 5 12 10 44

教 育 － － － 22 8 12 42

上 記 以 外 の
サ ー ビ ス 業 3 33 42 19 2 6 105

3 4 3 2 － － 12

－ － 6 3 － － 9

159 183 176 138 57 48 761

建 設 業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

農 林 水 産 業

鉱 業

　　　　　　　期間別

業種別

計

分 類 不 能

合 計

公 務

不 動 産 業

サ
ー
ビ
ス
業

電気・ガス・水道業

運
輸
・
通
信
業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業
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（平15.1～平20.12） （平21.1～令５.12）
15年 18年 21年 28年～ ～ ～ ～

17年 20年 27年 ５年

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － 3 － 3

食 料 品 － － － 食 料 品 2 － 2

繊 維 ・ 衣 服 － － － 繊 維 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

印 刷 関 連 － － － 印 刷 関 連 － － －

化 学 － 1 1 化 学 － － －

窯 業 ・ 土 石 － － － 窯 業 ・ 土 石 1 － 1

鉄鋼・非鉄金属
・ 金 属 1 － 1

鉄鋼・非鉄金属
・ 金 属 － － －

一般機械器具 1 － 1 はん用機械器具 － － －

電気機械器具 － － － 生産用機械器具 － － －

精密機械器具 － － － 業務用機械器具 － － －

上 記 以 外 の
製 造 業 － 1 1

上 記 以 外 の
製 造 業 4 － 4

－ － － － － －

－ 1 1 1 － 1

道路旅客運送業 1 1 2 道路旅客運送業 3 1 4

道路貨物運送業 － 2 2 道路貨物運送業 4 4 8

上 記 以 外 の
運 輸 業 1 1 2

上 記 以 外 の
運 輸 業 2 2 4

－ 1 1 郵 便 業 － － －

－ － － 8 － 8

－ 1 1 1 － 1

－ － － 1 － 1

4 4 8 2 － 2

5 3 8 3 － 3

－ － － － － －

1 2 3 8 3 11

－ 1 1 2 6 8

－ － － 1 － 1

14 19 33 3 － 3

－ － －

－ － －

49 16 65

（注）　平成15年１月及び平成21年１月に業種分類が一部変更された。

　　　　　　　期間別

業種別

　
計

　　　　　　　期間別

業種別

　
計

農 ・ 林 ・ 漁 業 農 ・ 林 ・ 漁 業

鉱 業 鉱 業 、 採 石 業 、
砂 利 採 取 業

建 設 業 建 設 業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

医 療 、 福 祉 学 術 研 究 、
専門・技術サービス業

教育、学習支援業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業 情 報 通 信 業

運
輸
業

運
輸
業
、
郵
便
業卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業 卸 売 業 、 小 売 業

不 動 産 業 金 融 業 、 保 険 業

飲 食 店 、 宿 泊 業
不 動 産 業 、
物 品 賃 貸 業

宿 泊 業 、
飲 食 サ ー ビ ス 業

複合サービス事業 生活関連サービス業、
娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 教育、学習支援業

公 務

分 類 不 能

合 計

公 務 医 療 、 福 祉

分 類 不 能 複合サービス事業

合 計 サ ー ビ ス 業
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第４表　個別的労使紛争に係るあっせん事件処理状況一覧表

（平13.10～令５.12）
13年 18年 28年～ ～ ～

17年 27年 ５年

21 30 31 82

8 21 3 32

2 3 2 7

6 5 7 18

5 － 4 9

15 15

－ 1 1

（注１）　「翌年へ繰越し」とは、期間の最終年から翌年へ繰り越した数である。

第５表　主要要求事項別個別的労使紛争に係るあっせん事件数

（平13.10～令５.12）

13年 18年 28年～ ～ ～

17年 27年 ５年

解 雇 7 15 9 31

配置転換等 － 2 － 2

復 職 1 1 1 3

退 職 8 3 4 15

そ の 他 2 1 － 3

賃 金 未 払 3 1 1 5

賃 金 増 額
・ 減 額

1 1 1 3

退職一時金 8 1 2 11

解 雇 手 当 2 2 － 4

そ の 他 2 4 3 9

2 6 1 9

－ 4 18 22

5 5 3 13

41 46 43 130

打切り（不参加）

（注２）　被申請者の不参加により不開始又は打切りとなった事件は、平成28年８月18
　　　　日より前に申請があったものについては「不開始」に、同日以降に申請があっ
　　　　たものについては、手続の見直しにより「打切り（不参加）」に計上してい
　　　　る。

打 切 り

　　　　　期間別

区分

解 決

申 請 件 数

不 開 始

取 下 げ

合 計

計

         　期間別

要求事項

計

翌 年 へ 繰 越 し

経

営

又

は

人

事

賃

金

等

労 働 条 件 等

職場の人間関係

そ の 他
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第６表　個別的労使紛争に係るあっせん事件業種別一覧表

（平15.1～平20.12） （平21.1～令５.12）

13年 15年 18年 21年 28年～ ～ ～ ～ ～
14年 17年 20年 27年 ５年

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ 4 － 4 2 4 6

食 料 品 － 食 料 品 1 － 1 食 料 品 － 2 2

繊 維 ・ 衣 服 － 繊 維 ・ 衣 服 － － － 繊 維 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

出 版 ・ 印 刷 1 印 刷 関 連 － － － 印 刷 関 連 － － －

化 学 － 化 学 － － － 化 学 － － －

窯 業 ・ 土 石 － 窯 業 ・ 土 石 － － － 窯 業 ・ 土 石 － － －

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
・ 金 属 －

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
・ 金 属 6 － 6

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
・ 金 属 － － －

一般機械器具 － 一 般 機械 器具 － － － は ん 用 機 械 器 具 － － －

電気機械器具 － 電 気 機械 器具 － － － 生 産 用 機 械 器 具 － － －

精密機械器具 － 精 密 機械 器具 － － － 業 務 用 機 械 器 具 3 － 3

上 記 以 外 の
製 造 業 1

上 記 以 外 の
製 造 業 － － －

上 記 以 外 の
製 造 業 1 4 5

－ － － － － 1 1

道路旅客運送業 － － － － － － －

道路貨物運送業 1 道路旅客運送業 － 1 1 道路旅客運送業 － － －

上 記 以 外 の
運 輸 ・ 通 信 業 － 道路貨物運送業 2 － 2 道路貨物運送業 1 － 1

－
上 記 以 外 の
運 輸 業 － 1 1

上 記 以 外 の
運 輸 業 － － －

－ － 3 3 郵 便 業 － － －

－ 1 1 2 2 6 8

協 同 組 合 － － － － － － －

医 療 、 保 健
及 び 清 掃 業 － － － － － 2 2

教 育 － － 3 3 1 2 3

上 記 以 外 の
サ ー ビ ス 業 1 1 － 1 1 － 1

－ 1 － 1 － － －

－ 1 － 1 1 2 3

4 － － － 2 5 7

－ － － － － －

17 9 26 6 3 9

1 － 1

－ － －

21 31 52

農 ・ 林 ・ 漁 業 農 ・ 林 ・ 漁 業

鉱 業 鉱 業 鉱 業 、 採 石 業 、
砂 利 採 取 業

　　　　　期間別

業種別

　　　　　期間別

業種別

　
計

　　　　  期間別

業種別

農 林 水 産 業

金 融 ・ 保 険 業

建 設 業 建 設 業 建 設 業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

電気・ガス・水道業
電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

卸 売 ・ 小 売 業

飲 食 店 、 宿 泊 業
不 動 産 業 、
物 品 賃 貸 業

医 療 、 福 祉

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

運
輸
・
通
信
業

情 報 通 信 業 情 報 通 信 業

運

輸

業

学 術 研 究 、
専門・技術サービス業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業 卸売業 、小売業

不 動 産 業 金 融 業 、 保 険 業

運
輸
業
、

郵
便
業

分 類 不 能 複合サービス事業

合 計

教育、学習支援業
宿 泊 業 、
飲 食 サ ー ビ ス 業

複合サービス事業 生活関連サービス業、
娯 楽 業

分 類 不 能 サ ー ビ ス 業 教育、学習支援業

合 計 公 務 医 療 、 福 祉

　
計

（注）　平成15年１月及び平成21年１月に業種分類が一部変更された。

（平13.10～平14.12）

公 務

サ

ー

ビ

ス

業

不 動 産 業

合 計

サ ー ビ ス 業

公 務

分 類 不 能
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第７表　不当労働行為事件処理状況一覧表

(昭22.5～令５.12)
期間別 22年 31年 41年 51年 61年 ８年 18年 28年

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

区分 30年 40年 50年 60年 ７年 17年 27年 ５年

27 36 77 35 28 56 34 10 303

－ 2 － － － － 1 － 3

2 － 6 5 3 1 4 － 21

－ 1 9 5 4 11 5 5 40

1 － － － 1 1 2 1 6

3 23 8 5 － 22 3 － 64

16 3 32 17 12 20 10 3 113

5 6 14 9 4 5 10 1 54

－ 1 9 3 7 3 2 2

（注１）　「翌年へ繰越し」とは、期間の最終年から翌年へ繰り越した数である。

（注２）　和解の区分について

　平成17年までは、「自主和解」と「関与和解」に区分していたが、平成18年から

は、「無関与和解」と「関与和解」に区分することとした。

　「無関与和解」とは、自主和解及び労働委員会以外の第三者（裁判所等）の関与

による和解をいう。「関与和解」とは、労働委員会の関与による和解をいい、当委

員会における関与和解のほか中央労働委員会の関与により和解した事件を含む。

和
　
解

命
　
令

無 関 与

関 与

取 下 げ

翌 年 へ 繰 越 し

申 立 件 数

却 下

全 部 救 済

一 部 救 済

棄 却
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第８表　不当労働行為事件業種別一覧表

 （昭22.5～平14.12）

22年 31年 41年 51年 61年 ８年～ ～ ～ ～ ～ ～

30年 40年 50年 60年 ７年 14年

－ － 3 － － － 3

6 3 2 1 － － 12

－ － － － － － －

食 料 品 1 3 3 4 1 2 14

繊 維 ・ 衣 服 1 1 1 － － － 3

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － 9 1 － － 10

出 版 ・ 印 刷 － － － － － － －

化 学 － － － 1 － － 1

窯 業 ・ 土 石 － － 1 1 1 － 3

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
・ 金 属 － － 1 － 1 － 2

一般機械器具 3 5 4 － 1 － 13

電気機械器具 4 2 5 6 5 12 34

精密機械器具 － － 5 3 － 2 10

上 記 以 外 の
製 造 業 － － 5 － 2 2 9

－ － － － － 1 1

道路旅客運送業 3 6 11 3 － 10 33

道路貨物運送業 2 2 3 1 － 3 11

上 記 以 外 の
運 輸 ・ 通 信 業 － － － 1 5 2 8

－ 6 2 1 － 1 10

－ 1 － 2 － － 3

－ － － － － － －

協 同 組 合 － － 1 － 1 － 2

医 療 、 保 健
及 び 清 掃 業 1 1 － 2 4 1 9

教 育 － 3 12 4 5 6 30

上 記 以 外 の
サ ー ビ ス 業 － 1 2 2 2 1 8

6 2 5 1 － 2 16

－ － 2 1 － － 3

27 36 77 35 28 45 248合 計

サ
ー
ビ
ス
業

公 務

分 類 不 能

製
　
　
　
造
　
　
　
業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

運
輸
・
通
信
業

電気・ガス・水道業

　　　　　　　期間別

業種別

計

農 林 水 産 業

鉱 業

建 設 業
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（平15.1～平20.12） （平21.１～令５.12）
15年 18年 21年 28年～ ～ ～ ～

17年 20年 27年 ５年

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

食 料 品 1 － 1 食 料 品 2 － 2

繊 維 ・ 衣 服 － － － 繊 維 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

木 材 ・ 木 製 品
・ 家 具 等 － － －

印 刷 関 連 － － － 印 刷 関 連 － － －

化 学 － － － 化 学 － － －

窯 業 ・ 土 石 － － － 窯 業 ・ 土 石 － － －

鉄 鋼・ 非鉄 金属
・ 金 属

－ － －
鉄 鋼・ 非鉄 金属
・ 金 属 － － －

一般機械器具 － － － は ん用 機械 器具 － － －

電気機械器具 － － － 生 産用 機械 器具 2 － 2

精密機械器具 2 － 2 業 務用 機械 器具 － － －

上 記 以 外 の
製 造 業 － 4 4

上 記 以 外 の
製 造 業 － － －

－ － － － 1 1

－ － － 1 － 1

道路旅客運送業 1 － 1 道路旅客運送業 1 － 1

道路貨物運送業 － － － 道路貨物運送業 3 1 4

上 記 以 外 の
運 輸 業 － － －

上 記 以 外 の
運 輸 業 － 1 1

－ － － 郵 便 業 － － －

－ － － 3 － 3

－ － － － － －

－ － － － － －

2 2 4 － － －

4 3 7 － － －

－ － － － 2 2

－ － － 6 4 10

1 3 4 1 1 2

－ － － － － －

11 12 23 1 － 1

2 － 2

－ － －

22 10 32

（注）　平成15年１月及び平成21年１月に業種分類が一部変更された。

　　　　　　　期間別

業種別

　
計

　　　　　　　期間別

業種別

　
計

農 ・ 林 ・ 漁 業 農 ・ 林 ・ 漁 業

鉱 業 鉱 業 、 採 石 業 、
砂 利 採 取 業

建 設 業 建 設 業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

製
　
　
　
造
　
　
　
業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業 情 報 通 信 業

運
輸
業

運
輸
業

　、
郵
便
業卸 売 ・ 小 売 業

生活関連サービス業、
娯 楽 業

金 融 ・ 保 険 業 卸 売 業 、 小 売 業

不 動 産 業 金 融 業 、 保 険 業

飲 食 店 、 宿 泊 業
不 動 産 業 、
物 品 賃 貸 業

公 務 医 療 、 福 祉

分 類 不 能 複合サービス事業

医 療 、 福 祉 学 術 研 究 、
専門・技術サービス業

教育、学習支援業
宿 泊 業 、
飲 食 サ ー ビ ス 業

複合サービス事業

合 計 サ ー ビ ス 業

公 務

分 類 不 能

合 計

サ ー ビ ス 業 教育、学習支援業
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第９表　資格審査取扱件数一覧表

(昭25.１～令５.12)

期間別 25年 31年 41年 51年 61年 ８年 18年 28年～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計
区　分 30年 40年 50年 60年 ７年 17年 27年 ５年

348 171 84 67 83 98 68 51 970

3 26 47 25 29 50 28 9 217

29 21 24 27 24 14 11 14 164

289 121 13 15 30 34 29 26 557

－ － － － － － － 2 2

25 25

2 3 － － － － － － 5

（注１）　「あっせん調停」については、昭和27年の労働組合法の一部改正により、
資格審査は不要とされた。

（注２）　取扱いの変更のため、本表では昭和25年以降の件数を計上している。

労 働 者 委 員
候 補 者 推 薦

あっせん調停

労 働 者
供 給 事 業

内
　
　
訳

申 請 件 数

不当労働行為
救 済 申 立 て

法 人 登 記

労働協約
拡張適用申立て
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